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教職改革案の検討
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　私たちの名古屋（大学）教職理論研究会は，ここ数年来，共同して「専門

職としての教職」理論（以下，単に「教職理論」ともいう）研究に取り組み，

これまでにその研究成果の若干を，名［1ゴ屋大学教育学部紀要（第14巻から第

18逢まで，都合s回）その他に論文発去したり，本年の6刀に私の1ミ1、；集で法
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律文1こ社から二教育実践と教育行政二を出版して，そこで私たちの教職理論

（構想）をはじめて展開したりしてきている。そこで，そうした教職理論研

究の視角から中央教育揺；義会（以下，「中教審」という）や教育職員養成審

議会（以下，「教迷審」という）などの学制改革に隈iする最近の一連の答申

に対して，以下若：干の吟味→Sl：判を加えていtてみようと思う。が，はじめ

につぎの3点をことわっておかなくてはならない。

　　；；〉　－1：，　i，Z、！二，　1971fF一度c⊃［1ンiこ　9kt、Y’S｛～上三こ｛lj：：会；∫∫23回ノく会　（19711i三10∫」，　方全・

明星大学）において，課題研充「教師1耐の1971年度テーマ「専門職業とし

ての教職」に提案者の一人として参加し，同じ題名の論文「専門職志lfi」から

みた敦職改ぽ案の杉ミ討」を発表したが，この論文はそれを補充したものだ，

という点である。私としては，いますこし十分に補充してここに発表したか

ったのであるが，推件におわれて思うにまかせなかった。近く単独川版を予

定している二公敦育法制度の基本構造．1（仮題）にこの論文を収録する際に

は，納得のいくまで補充してからにしようと思っている。

　第二に，ここでの学制改革に関する中教審答川その他に対する吟味・批判

は特珠「ぷ職理、ll（訂研完の視角から行なっている，という点である。ここで

いう「教職理論」研タ己とは，「教職の専門性」「教育の専門性」「専門職とし

ての敦職」などの諸概念のそれぞれの内容とそれらの相互関係との佳定をめ

　　　　　　　　
ざす研：先をいう。

　　　　　　　　　び　　　　　　　　　　　　　　ら　　　　お　　　　コ　　　　び　　　　コ　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ

　＊敦職理論研完の；；li題は何かという旧題について，これまでもこのように

　いってきたので，ここでもこのようにいっておくことにする。しかし，こ

　のようにいっただけでは，必ずしもその課題を的確に捕捉し表現している

　とはいえない。ひたちとしては，教職理論をむしろ敦育労働運動の理論と

　して情想してきているわけだから，もっと公教育の現実態，とりわけそこ

　での教育労働運動にコミットさせる形でその課題を定立しておくべきであ

　ろう。そこでひとまずここで教職理論研究への課題を列挙してみれば，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ

　　①　教員の数育権（教職の専門職性といっても同じ）の現実存在形態
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　　　　（その由来も’：〉、　tvbて）の捕捉，

　　②　敦口の教育権の理論の法学的構成と教育学的構成，

　　①　敦員の数育権の確立のための教育労働運動のあり方（その現実動態

　　　　も含めて）の漠索，

　J）　3つぐらいに要約できるであろうか。つまり教職理論とはその現実存在

　形態ともかかわらせながら教員の教育権の理論を構成し，その確立のため

　の運動に兜論的示唆を与えようとする理論だ，とでもいえようか。

　ここで，このような教職理論研究の視角から，中教審・教養審などの学制

改革に関する答申を吟味・批＼1’りしうる理由についていっておけば，第一に，

これらの答中は，そこに二敦職の専門性」同∫門的職業としての教職」など

の諸概念をゴ入していることからも明らかなように，そこにある種の教職論

をとり入れているからであり，第二に，しかもこれら諸概念の内容を特有な

仕方で認識して，その認識に対応させ照応させる仕方でその学制改革を構想

しているからである。もっと正確にいえば，その学制改皐構想に対応させ照

応させる仕方で，これらの諸概念の内容を観念しているからである。そうだ

とすれば，これらの答巾が導入している教職論そのものを点検することをと

おして，その敦職論と照応する形で展開されている学制改革構想を吟味し1比

判することも可能となるわけである。

　第二に，ここでの学制改革に［3E・1する中教審答申その他に対する吟味・批判

は，川数審の「初等・中等数育の改革に関する基本構想」および教養審の

『教員迷克の改善方策について（中間まとめ）』を主たる素材として行なって

いる，という点である。周知のように，1967年7月に文部大臣が中教審に対

してr今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策につい

て」を諮問して以来，中教審，数養審，社会教育審議会（以下，「社教審」

という）その他の審議会は，文部大臣に対してつぎのような学制改革に関す

る一連の構想を答巾してきた。すなわち，
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　1969年6月
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1970年1月

1970｛ド4月

1970勾三5月

1970年11月

19714］三5月

1971年6月

中教審第21～第23特別委員会

「わが国の教育発展の分析評価と∠｝x後の，lr；題（中田報1：D』

1い教審第26特別委員会

「高等教育の改雄に関する基本構想試案（中lll］報llDJ

社教審

「急激な社会構造の変化に対処する社会教育のあり方につい

て二

中教審第25特別委員会

『初等・中等教育の改革に関する基本閉思試案（日1間報㍑案）』

中教審第25特別委員会

ご初等・中等教育の改革に関する基本構想（中田報1「；）’

教養審

「教員養成の改沖方策について（中間まとy））「

中教審

「今後における学校教育の総合的な拡充整f㍑）ためのi，tyig］〈j

施策についてLl

などの答申がそれである。そして，これらの答中のうち，「専門職としての

教職」にいう「教職」のうちには，保育園保母，学校教師などのほか，社会
　　　　　　　　　　　　　　
教育関係の主事も合まれてくることから，社敦審答申および高等敦育の改・「κ

に関する中教審答申についても吟味・批判を加える必要があろが，ここで已，

検討の対象を初等・中等教育の改革に関する中敦審答中および数n養成制度

の改革に関する教養審・中教審の答申に限定して検討してみることにした。

　＊なお，「専門職としての数職」にいう　「数職」概念の理鮮をめぐって論

　議があり，それを，私たちのように保育園保母，学佼敦師，

　－1二事など，言葉のもっとも厳密な意味における「敦育労働二への直接的従

　事者に限定することに異論がないわけではない。が，この1「ll題について詳
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　説することは，ここではしない。ここでは，一つには，相良惟一氏らのよ

　うに教育行政職をも専門職プロフェッションのうちに含めて，校長職・教

　頭職のような「教育管理職」こそまさに「専門職中の専門職だ」というい

　い方で，あくまでも学校組織を重層構造職階制の原理によって組み立てよ
　　　　　　　　　①　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑤
　うとする場合があるけれども，R・G・コーウィンなどが指摘しているよ

　うに，官僚制重層構造原理と専門職制単層構造原理とは本来的にあい容れ

　ない組織化の原理なのだ，ということを指摘しておこう。A・エッィオニ

　　　　　　　
　のいうよう｝ζ，教育行政「権限」は，もともと専門職権限（Professional

　Authority）ではありえないのであるから。二つには，「専門職としての教

　職」にいう「教職」は私見のごとくに理解されることを認めるがゆえに，

　そこから「専門職論は教育労働者（＝専門職）と教育関係労働者（＝非専

　門職）を差別するイデオロギーだ」と結論する場合があるけれども，「主

　労働」としての教育労働そのもの，この教育労働を補助する「補助労働」

　としてのその他の教育関係労働，これらの労働を調整し指揮する教育管

　理（労働）によって「公教育労働」が組み立てられていることを認めるか

　ぎり，これらの「職種労働そのもの」の差異に由来して専門職・非専門職

　の差異が生ずることを否認することはできない，ということを指摘してお

　きたい。なお，この問題については，後日私の「教育事務労働」論をより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　まとまった形で展開し，そこでよりポジティブに答えることにする。その

　際には，とくに，補助労働者たちの対国家（対行政）的諸権利＝教育条件

　整備権について詳説してみたいと思っている。

　以上の3点をことわったうえで，ここでの中教審・教養審などの答申の吟

味・批判をおよそつぎのような順序ですすめてみようと思う。はじめに，第

1章では，「専門職としての教職」にいうところの「専門職」ないし「専門的

職業」そのものについてのこれら答申の理解の仕方を点検しながら，これら

答申がその基礎にすえている「教職の専門性」論および「公教育労働」論の

吟味にすすみ，そうすることでそこにおける「専門的職業としての教職」論

の特徴を従前の文部省側教職論との比較において明らかにする。ついで，第
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皿章では，「専門職としての教職」理論研究の視角から，これらの答申にお

ける，学校管理組織論，教員養成制度論現職教育論，教員団体論などをそ

れぞれ個別に吟味し批判しつつ，総体としての「公教育運営」のあり方につ

いて論究してみる。そして，第皿章では，教職理論研究への現代的課題は，

「専門職としての教職」論体系の核心に位置する教員（団体）の「専門職権

限」ないし「専門職の自律性」と，「国民の教育権」理論がいう教員（団体）

のいわゆる「教育権」との関連の問題を解明することだ，という理解に立っ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
て，この両者の関連の問題に論究してみたいと思う。

　＊このうち，本論文〔1〕は，以上3章構成論文のうち，第1章にあたる

　ものである。適当な機会をみつけて，その〔皿〕〔皿〕を発表していこうと

　思っている。が，教職理論研究の現代的課題については，これまでの「専

　門職としての教職」論に内在する問題点をクローズ・アップしながら，ま

　たそれらの問題点と関連させながら，前掲『教育実践と教育行政』（法律文

　化社，1972年6月）の拙稿のなかでも，かなりの程度まで論及しているし，

　この論文〔1〕でも若干明らかにしているので参照されたい。

註①　相良惟一氏は，教育行政職は「専門職中の専門職だ」というだけでなく，教育

　　管理（労働）をも専門職労働として把えている。すなわち，「教員は教育専門職に

　　従事する者であり，教職とは高度の専門職である。……このことはすべての教員

　　　についていわれているところであるが，校長，教頭に関しても同様であると考え

　　　られる。一般の教員が専門職に従事する者であるとすれば，校長，教頭は，専門

　　職中の専門職に従事する者であるといえよう。……ILO条約体制下の教育管理

　　職員である校長，教頭は，教育管理についての専門職に従事する者であることが

　　求められているといってよいであろう。」（「教員の地位勧告と教職の専門性」明

　　　治図書，1967年，115ページ，傍点・引用者）「以上述べた専門職理論や，あるい

　　　はまた専門職たるための要件はジひとり一般の教員についてのことがらにとどま

　　　るものであろうか。いな，そうではなく，このようなことは，校長・教頭の職に

　　ついても，そのまま，そっくりあてはまるのである。その意味は，校長・教頭

　　　も単に職員であるが故に，専門職に従事する者であるというのではなくして，校

　　長・紬と品銚翰翰携寿づ三嫉あ詩軸蔽蕗という。
　　　となのである。それのみか校長・教頭の職は，専門職中の専門職とよばるべきも

　　　のと考える。」（「校長・教頭の職務と責任』明治図書，1967年，176ページ，傍
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　点・引用者）などという具合にしてである。

②　Ronald　G　Corwin；ASociology　of　Education，1965，　PP．　217－264．

③Amitai　Etzioni：Modern　Organization，1964，　PP．75－93．

④　さしづめ，拙稿「教員の学問の自由と教育権」（勝野尚行ほか「国民の教育と教

　育権」福村出版，1971年）333－336ページ参照のこと。なおここで，「教授会の

　自治」と職員・学生の参加の問題に関して，高柳信一氏がつぎのように発言して

　いることを紹介しておこう。「大学の研究教育のあり方に関し，大学の自由に関

　し，学生が重大な疑問を感じ，問題を提出した時，教師側が教授会の自治や管理

　権を楯にとって，実質論議を拒まないということ，それが保障されるべきであり

　ます。それが私のいう教授会のみの自治の否定，実質的な意味での学生の参加で

　あります。それから，大学における事務労働者としての一般職員の役割も一般に

　考えられているより重要だと思います。大学の研究教職活動の歪みや矛盾は，事

　務職員にしわよせされ，そのなかでも一番弱い臨時職員などに矛盾が集中的にあ

　らわれてきます。この矛盾や歪みが自由な批判として出て来る態勢ができていれ

　ぱ，大学は，それを弱者のぎせいにおいてこれにおしつけることをせずIC，外の

　行政権力との関係でこれを解決して行かざるをえないことになると思うのです。

　大学が教師研究者同士ももとよりですが，それだけでなく，学生，職員の自由な

　批判によって，研究教育上の矛盾や歪みを弱者の犠牲によって内部的にごまかし

　てしまうことをせず，対外的に正しく解決してゆくこと，これは大学の退廃を克

　服してゆく重要な契機になると思います。」（高柳信一「学問の自由と教育」をめ

　ぐる討論のなかで〔「教育権保障の理論と実態」日本教育法学会年報第1号，有

　斐閣，1972年〕59ページ）。

　　学校のなかでは，事務職員などの教育関係労働者は，さしづめ、「主労働」者

　に対する「補助労働」者として位置づけられるが，補助労働者の側からしてみれ

　ば，「主労働者たちは自分たちが補助するに値する教育・研究をしているのか」

　を教育労働者に対してきびしく問うことになるであろう。

〔1〕　学制改革答申における「専門的職業と

　　　　しての教職」論批判

　　「専門職としての教職」理論研究の視角から前記の中教審・教養審などの

答申が導入している教職論そのものに対して内在的な吟味・批判を加えてい

くことがここでの課題である。が，もちろん，前記した一連の学制改革に関
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する答申内容に対する批判は，多種多様な視角から多面的・多角的に行なわ

れることが可能でもあり必要でもある。そこでいま，rli教審答川に対する批

判の基本的な視角についていえば，すくなくとも，公教育論，教育労働（教

育課程）論，教育行政論の3つの視角をあげることができるであろう。以下，

これらの視角のそれぞれについて概説しながら，lb教審答川の若干の特彼を

浮彫りするとともに，ここでの批判の視角を位置づけることをしておこうと

思う。

　まず，このうち，第一の公教育論の視角に立てば，中教審答申における

「公教育の任務」　論，「公教育の目的」　論などが主たる吟味・批判の対象と

なるのであり，とりわけ中教審答申などが「〈国の教育〉としての公教育」

観をとっていることが問題となるであろう。このような「公教育」組は，従
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にリ　　　　　　　　　　　　　　フト

前の数育行政倫でいえば，高石邦男，林部一二，田中耕太郎その他の諸氏の

教育行政論のなかでも開陳されていたものであるが，川教審答申「中間～報告

案」は，まことに端的に「公教育の任務」について，

　　「国家におけろ匡1尺的なまとまりは教育を通じて実現され，仕会の発展に

　寄与する人材の供給は教育に期待されている。このように，国家社会の要

　請にこたえながら，文化の継承と個人の可能性の川発をめざすことが公教

　育の任務である。」（傍点、引用万）

　「民⊥的な国家にはそれ臼体の理想があり，これにむかって国民的なまと

　まりをはかることは公教育の任務である。」（1フ庶，引1賭）

などといっていろのである。このような公教育観が「国民の自主灼？1『為とし

ての公敦育」　（「1〃川決」）の思想とまったく異質・対立的なイデオロギー

であることばもちろんだが，ここには，「諸個人の相互関係によって構成さ

れる社会の公共概念」G度辺洋三）としての「公」概念の「日天」概1念への

すりかえがある，といわなくてはならない。

　ついで，第二の教育労働論の視角に立てば，中教審答川における学校体系

論，数育課程lll‖，コース制論，教育方法論などが主たる吟味・批半［ユの対象と

なるのであり，とりわけ中教審答申が公敦育労働を「国フく・資本の利益への
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
従属労働」にくみかえていこうとしていることが問題となるであろう。

　＊もっとも，このうち，学校体系論は，「特殊教育」論，幼稚園教育論，

　大学敦育論などとともに，学校制度論の視角から独自に問題とすることも

　可能であろう。

　中教審答中が公教育労働を国家・資本への従属労働にくみかえようとして

いることは，さきの答巾の「公教育の任務」論からも十分に推測されうるの

であるが，さらにたとえば，答申が教育労働そのものに関係する上記の諸論

のなかで開陳している諸提案が沽水義弘氏の提案しているそれとほとんどま

ったく合致していることからも，この点はうかがわれるのである。というの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＋
z

は，Ii‘1水氏は，たとえば「現代1・1本の教育』のなかで，

　「なによりも，国尺経済の観点から見ると，学校制度というのは，人材の

　！｝［給艮関になっているということを認識しなくてはならない。…そこで，

　川題になるのは，国民経済あるいは産業社会からの人材要求に対して，果

　していまの学校制度はマッチしているかどうか，いいかえれば，学校制度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　の人材川1給量は適切であるかどうかということである。」（傍点、引用持）

という日点，つまり「資本の要求する人材の開発」という観点から，高等敦

育と一準高等教育」の区分，後期中等教育の多様化・系統1ヒ，五歳入学の義

務化，中学と高校の一本化，学年制・進級制の再検討などの必要を説き，総

じて「能力ll義の教育」原則にもとつく学校制度の内：編1戊を提唱しているの
　　　　　　　　ヒ

であるが，中教審答巾は，まさにこのような清水提案をうけているとみられ

るからである。なお，後述するように，「能力主義の教育」が直接に資本の

！則から提唱されていることはもちろんである。

　ついで，第三の教育行政論の祝角に立てば，中教審答中における，学校管

理組織論，教員待遇諭，数員養成制度論，現職教育論，教員団体論などが主

たる吟味・批判の対象となるのであり，とりわけ中教審答申が公教育労働を

「敦育1了政権力による強制労働」にくみかえようとしていることが問題とな
　　　　　　ネ
るであろう。
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　＊もっとも，このうち教員養成制度論，現職教育論などは，そこでの教育

　課程内容・研修内容に着目するかぎりでは，教育労働論の視角から吟味・

　批判されることになるであろうが。

　中教審答申が公教育労働を教育行政権力によって強制された労働，つまり

　　　　　　　　　　　　　
　公権力による「強制労働」にくみかえようとしていることは，答申が，

　「戦前国が学校教育の内容に深く関与したことが国民の考え方を偏狭な

　国家主義に導いた原因であるとして，教育行政の役割を外的な教育条件の

　整備や単なる指導助言だけにとどめるべきだという考え方が，戦後の学制

　改革のころから主張され，その考え方を今日でも強調する人々がある。し

　かし，日本国憲法のめざす国家理想の実現のために国民の教育として不可

　欠なものを共通に確保するとともに，つねに新たなくふうによって改善さ
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　ロ　　コ　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　コ　　ゆ　　　　　　ロ　　　　　　　　　ロ　　　　　　

　れた標準的な内容・程度の教育をすべての国民に保障することは，政府の
　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　

　国民に対する重大な責務である。」（傍点，引用者）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆなどといっているように，「公教育の組織・編成・運用権」（星野安三郎）と

しての「教育権」を畠家に帰属する権能として捕捉していることからも明瞭

である。中教審答申によれば，「先導的試行」による学校体系の開発，教育

計画の策定，公教育に関する研究開発・そのための体制づくりなどの教育政

策の決定権はもちろん，学級編成教員定数，学校の施設・設備・教材など

の教育条件の基準設定権，すすんでは教育課程の編成基準の設定権などまで

が国家の「教育権」に属するのである。とすれば，公教育教員の「学問の自由」

権や教育権は全面否定されることとなり，公教育教員にはもっぱら教育行政

権力によって編成された教育課程の執行が強制されることとなるからである。

　さらにまた，中教審答申は，公・私立学校に対する地方教育行政の一元化，

地方教育行政の広域化などの施策をとおして教育行政体制を「整備」するこ

ととあわせて，校長の経営権の確立，重層構造的職階制の導入，いわゆる上

級「専門」教員の養成と配置などの措置をとおして学校内管理組織を「整備」

することを提案している。が，このような提案にもとついて学校管理組織が
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「整備」されるなら，本来，「水平社会」（h・・i・・ntal・・mm・ni・鍵）であり「平

　　　　　　　　　　　　　　　　等者社会」（communify　of　equals）であるべき　「教育社会」「学校社会」が

　「垂直社会」（vertical　community）にかえられるだけでなく，学校管理組織そ

のものは，まさに教育労働を強制労働にかえる装置として，行政管理者たる

「調整者たちへの実践者たちの隷従」（s・ウゴ呈）を翻蕗糎とし

て，機能することになるであろう。

　さて，以上のように，中教審答申の批判は，いくつかの視角から可能であ

るが，とくにここで，「専門職としての教職」理論の視点は，第三の教育行政

論の視角の一つを構成するということを指摘しておかなくてはならない。と

いうのは，従前のわが国教職論においては，しばしば両者が混同して理解さ

れているけれども，「教職の専門性」「教育の専門性」などが教育労働（教育

技術）論のジャンルに属する概念であるのに対して，「専門職としての教職」

は教育行政（教育組織）論のジャンルに属する概念だからである。すなわち，

「専門職としての教職」「教職の専門職性」などの諸概念は，それらの概念の

もとで「教職」労働＝教育労働そのものが要請する固有専門的な知識・技術・

経験などに論究する「教職の専門性」「教育の専門性」「教育の専門家」など

の一連の諸概念と異なって，この「教職の専門性」概念をその立論の基礎に

すえながらも，公教育教員（保育園保母，学校教師，社会教育関係主事）が

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ享受すべき対国家（対行政）的諸権利について論究するものだからである。

　＊これまでのわが国の多くの教職論は，そのうちのもっともすすんだもの

　についてみても，「教職の専門性」概念のもとで「教職は専門職である」

　ということを主張してきたとはいうものの，「教職の専門性」それ自体を

　「教職労働の専門性」「教育の専門性」と同義に理解してしまい，「専門職

　プロフェッションとは何か」という問題についての本格的な研究を欠いて

　いるために，いうところの専門職を「専門職］プロフェッションというよ

　りは「専門家」スペシャリストのごとくに規定しているのである。したが

　って，そこでの論究は，いきおい「教育労働はどのような労働か」「教育

労働を掌るのに必要とされる能力・資質は何か」などの問題の解明に向か
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　うこととなったのである。そして結局，それらはそこで，教員（集団）の教

　授権だけを主張してきたが，しかしむしろ「専門職としての教職」理論のも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　

　とでは，教員集団の学校の自治権こそが主張されてしかるべきなのである。

　　この点，たとえば現代アメリカの教職論の論究の方向と好対照をなして

　おり，アメリカのそれは，それら教育労働論のジャンルに属する諸問題

　にほとんどまったく論及することなく，むしろもっぱら「教員の地位」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
　（status　of　teachers）ないし教職労働の諸条件に論究しているのである。

　　だから，アメリカとわが国でのこれまでの教職論を対比させつつ両者の

　特徴を浮彫りするとすれば，およそつぎのようにいいうる。すなわち，M・

　リーバーマンに代表される現代アメリカの教職論は，A・M・カーサウン

　ダーらの専門職の定義に学びながら「教職の専門職性」論を展開しようと

　している。が，その専門職性を「教職（労働）の専門性」論によって基礎づ

　けようとする問題意識は極あて稀薄であり，専門性論を欠いているといっ

　てもよい。反対に，わが国の教職論は，教育労働（技術）研究から学びな

　がら「教職（労働）の専門性」の内容を明らかにし，そうすることで「教

　職の専門職性」を理論的に基礎づけようとする問題意識はかなり強烈であ

　る。が，「専門職プロフェッションとは何か」という問題についての本格

　的な研究を欠いているために，それが「教職の専門職性」論として十分に

　展開されるまでにはいたっていない，と。このような両者の相違がどこか

　　らくるのかについては，別に論究してみなくてはならないが。

　　さて，以下この章では，一連の学制改革答申が導入している教職論そのも

のについて概観してみることにしよう。中教審・教養審などの答申は，では，

「専門的職業としての教職」「教職の専門性」などの諸概念の内容を，それぞ

れどのように捕捉しているのであろうか。答申の「専門的職業」観そのもの

からみていくことにしよう。

註①　高石邦男「学校経営の法律常識』明治図書，1966年。

　　②　林部一二「学校管理の本質』明治図書，1966年。

　③　田中耕太郎「教育基本法の理論」有斐閣，1956年，同『法の支配と裁判」有

　　斐閣，1955年。
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①　拙稿「教口の学問⊃自由と孜育権」（勝野尚行ほか『臣｜民の芸汀こ敷汀川』福

　！寸川阪，1971忙　1イll三部Ω又）弟…吉重をみよ。

⑤　渡辺洋一1「公放育と川家」（「法律：i与報」1970年8月［臨時」碧刊）48ページc

◎　　Iii「小く」こ翌、　『jJi（i〈・：」イミソ）孝（育』　刀t人こli・i］U，R，　19651「。

⑦同．ヒ，7ページ。

③　同上，　8－18ページ。

旬　マルクス。

⑩　星野安三郊「学同の［［山と敦育権」（鈴木女1｝い星野友三郎編『学illレ⊃自由と

　敦育権』成文堂，1969年）15－26ページ，ほか。

◎　Myron　Lieberman；Education　as　a　Profession，1956，　PP．153，484－487．

⑫　Simone　Wei1；Oppression　et　Libert6，1955（石li1湧、沢「抑ll三と自由』東京

　川元H二，1965｛D57ページ。

⑲　現氏アメリカの敦育而では，敦育技術・敦育労働そのも0）に論1＜したHarold

　W・Massey・Edwin　E．　Vineyard；The　Profession　of　Teaching，1961，など

　1まむしろ伺外であって，たとえばMyron　Lieberman，　T．　M．　Stinnett、　Ronald

G・Corwin，　Alan　Rosenthal，などは，その研究をいっそう穎口（団体）の権利

　、ifiに集中してきている。そこでは，教員の労働条件，敦育課程細成｛．til、教員団体

」）労祝il沐権一教育政蜘随への関川7膓数員養劇渡口友への狸∫権．などが

　ilf：ろ間口とさ川ていうからであろ。

（1）「専門的職業」観

　教迷審答川はまず，教職が「高度の専凹的職業」であることについて，つ

ぎのようにいっている。すなわち，

　「教職は，教育者としての使命感と深い教育的愛情を基盤として，広い一

　般的教養，教科に関する専門的学力，教育理念・方法および人間の成長や

　発達についての深い理解，すぐれた教育技術などが総合されていることが

　要請される高度の専門的職業である。」

と。詳説するまでもなく，教育者としての「使命感」および深い敦育的愛情

という2つの資質，一般教迷・教科教養・教職教養などに分類されうる教養

的能力，これらの資質と能力とが教員に要請されることをもって，教職もま

た高度の専門的職業であることをいったものである。専門的職業の特徴をも
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っぱら専門職従事者に必要とされる資質と能力の側而から捕捉しようとした

ものだ，といってよい。

　っいで中敦審答申は，教貝団体論を展開したところで，教職が「特別の専

門的職業」とみなされるための要件に論及しながら，まずつぎのようにいっ

ている。すなわち，

　　「国民は，数育を尊重し，教育に大きな川待をよせている。したがって，

　教nの地位が高い専門性と1『鶴レミ倫理によって裏づけられた持別の専門的職

　業として，一般社会の尊敬と信11損を集めるためには，教口が日主的に専門

　的な職能団体を組織し，相互にその研さんに努めることが必要である。教

　員自身が，そのような教育研修活動を通じ，不断にその資質の向上に3∫め

　るならば，その建設的な意見は目：会的に評価され，日三の期待するところ

　にこたえることになろう。」

と。答川が「高い専門性」および「職：1ご倫理」のもとで何を概念しているか

については順次明らかにしていかなくてはならない。が，答川が「高い専門

性」と「9ilt：1荏イ命］1∬」とによって専門的職業を］毛緻づけながら，教職がそのよ

うな「特別の専凹的］1哉業」としての社会的評価をう1ナるためには，教口が旧

互に「研㍑」・研（1’Slに努め「不断にその資質の向上」をはかる必要がある，

といっていることは一日瞭然である。中教審答中もまた，もっばら相互の研

鎖・研修をとおして形成される資質　　専門的能力と倫理的資質　　の側而

から専門的職吉0）特徴を捕捉しようとしているわけである．

　中教審答川はまた，教職が「専門職」プロフェッションとみなされなくて

はならない理由について，つぎのようにいっているのである、すなわち，

　　「敦職は本来く専門職〉でなければならないといわれる理由は，それがい

　わゆるプロフェッションの一つであって，次のような点において一般的な

　職業と異なった特質をもつことにあるといえる。すなわち，その活動が人

　間の心身の発迂という基本的な価fll［にかかわるものであり，高度の学問伯

　な修練を必要とし，しかも，その実践的な活動の1膓↓川では，個性の発達に
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　即する的確なIU［侃こもとつく指導力が要求される仕事だからである。

　このような職業にふさわしい資質は，数口の一生を通ずる不断の努力によ

　ってしだいに養われるものであって，……初等・中等教育の教員の養成確

　保とその地位の向上について捉案したのも，この考え方にもとついてい

　る。」

と，ここで答川は，専凹職プロフェッションの牝質を，その労働が人間（の

発達）にかかわること，高度の学問的な「修練」を必要とすること，人間の

個性（の発達）にそくした指導能力を必要とすること，の3点に求めたうえ

で，教職もまた専門職プロフェッションでなくてはならない，といっている

のである。いますこし要約していえば，中教審答川ばここで，数育労働もま
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　　

た「修練」によって形成される指導能力を必要とする労働である，だから教

職もまた専門職プロフェッションとみなしうるのだ，といっていることにな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　コ　　　　の　　　　コ　　　　　　　　　び　　　　コ

る。したがって，ここでもまた，専門職の持質が専門職従事者の能力・資質

の側而から捕捉されているといいうるのである。

　さて，以一L私は，中教審・敦迷審の答川における専門職論を抽出しながら，

それら答［iiがいずれも専門職プロフェッションの持徴ないし特質をもっぱら
コ 　　　コ　　　コ　　　コ　　　コ　　　ウ　　　ロ　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　ふ　　　の　　　ぜ　　　　　　　　　　ひ　　　コ

専門職従事者！こ必要とされる資質・能力に求めていることを指摘してきた。

が，中敦審答川における専門栽論のこのような特徴は，さらにまた，中敦審

答il［がその専門1；1£論をもっばら　「数ll　，」）養成確保とその地位LD向上のため

の施策」（第一編第二（；陥第二の9）および「数員の資質の向⊥と処遇の改善」

（第二編第一9’］’1の3）において開陳していることによっても確認することが

できる。というのは，このうち，前者「教員の養成確保とその地位の向上の

ための施策」は，敦員迷成，試！ll〕制度（新任教員の実地修練），現職教員の

研修と再教育，専門il勺職能団体としての敦ば団休の研修などについて論じな

がら，教口に必要な資質・能力じ⊃形成の仕方に論及したものであ），後者

「数はの資質の向⊥と処遇の改善」は，同じように，現職教員の再教育・研

修その他について冷じながら，敦職にふさわしい資質の養成の仕方に論及し
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たものだからである。中教審答申がもっぱら教員の資質・能力の形成につい

て論じたこれらの箇所においてその専門職論を開陳しているということは，

答申の専門職論の上記の才芋徴を端的に示しているといってよいだろう。

　ところで，中教審・教養審などの答巾における専円職論が以上のように特

徴づけられるとすれば，さしづめまず，専門職のメルクマールをもっばら専

門職従事者に必要とされる資質・能力に求めること，そのこと自体の是非が
　　　　　　　　　　　　　　
問題にされなくてはならない。

　＊以下，このような答印の専門職論そのものに対して若干の吟味・批判を

　加えていくのであるが，従前の教職論研究に関してあらかじめつぎのこと

　を指摘しておかなくてはならない。すなわち，従前の職業社会学ないし専

　門職社会学においてもいまだ「専門職プロフェッションとは何か」をめぐる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ
　論議に決着がつけられていないこともあって，わが国および諸外国におけ

　るこれまでの教職論研究は，いまだ「専門職としての教職」概念の内容を一

　義的に確定するまでにいたっていない，ということである。従前の教職論

　研究の問題情況は，そこに一定の進歩が認められるとはいえ，まさに多種

　多様な教職論の乱立にあるといってもよいほどであり，専門職プロフェッ

　ションとは何か，専門職の基本的・第一次的なメルクマールをどこに求め

　るか，いうところの教職とは何か，教職もまた専円職とみなされうるとす

　るならその必然性は何か，などの諸問題に対する解答はいわば各人各様の

　情況にある，といってもよいほどである。だから，「専凹職としての教職」

　という概念内容の理解の仕方を専門職プロフェッションの理解の仕方にし

　たがって分類するとすれば，そこに，

　　聖職論

　　専門技能職クラフト論

　　専門技術職スペシャリスト論

　　専門職ジェネラリスト，論

　の4つの型をあげることができるのである。したがって，教職理論をポジ
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　ティブに展開していくことは，なお将来の課題となっているわけである。

　なるほど医療労働，司法労働，研究労働その他の労働によって代表される

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専門職労働が，非専門職労働，準専門職労働などと異なって，極めて複雑・

高度な労働であってみれば，まさにそのことに対応して，専門職従事者には

特有な資質・能力の習得が必要とされることは確かである。この点，ここで

あらためて指摘するまでもないことであろう。だからこそ，専門職の理論は，

専門職労働の従事者に必要とされる資質・能力は何か，そのような資質・能

力はどのように形成され高められるべきかなどの諸問題にも論及せざるをえ

ないのである。しかし，にもかかわらず，もしも「専門職としての教職」論

がこれら資質・能力の問題に論及するだけにとどまっているとするなら，そ

してそれが専門職のメルクマールをもっぱらこれらの資質・能力に求めるだ

けだとするなら，そのような教職論は，専門職の理論としてはまったくもっ

て展開されえていない，ということになるのである。というのは，第一に，

専門1蔵労働者としての公教育教n（保育園保母，学校教師，社会教育主事な

ど）に必要とされる資質・能力を「専門職労働としての教育労働」論によっ

て基礎づけていない，という点においてである。公教育教員に同有専門的な

資質・能力の習得が必要とされるのは，いうまでもなく，専門職労働として

の教育労働の本質がそのことを要求するからである。とすれば，公教育教員

の資質・能力に論及するに際しては，あらかじめ，専門職労働とはf11∫か，ど

のような意味で障害児教育労働，保育労働などの教育労働もまたそのような

専門職労働といいうるのか，という問題をほりさげてll刑りJしておかなくては

ならない。さもなければ，その資質・能力について，どのようにでも悠意的

にいいうることになってしまうからである。

　第二に，専門職労働者としての公教育教員に必要とされる資質・能力によ

って公教育教員が享受すべき対国家（対行政）的諸1佗利を基礎づけていない，

という点においてである。すでにいっておいたように，もともと，教育労働

の本質は何か，その本質に対応して公数育教員にその習得が要求される固有

専門的な資質・能力は何か，などの諸問題それ白体は，教育労働（教育技術）
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論のジャンルに属する問題であり，本来，「教育（労働）の専門性」「教職（労

働）の専門性」などの諸概念のもとで論究されてしかるべき問題なのである。

たとえ「専門職としての教職」論もまたこれらの諸問題にまで論究していか

ざるをえないとしてもである。が，これに対して，「専門職としての教職」

理論は，これらの諸問題についての論究の成果をふまえ「教職の専門性」

概念をその立論の基礎にすえながら，専門職労働者としての公教育教員が

享受すべき対国家的諸権利について論究するものなのである。つまり，「専

門職としての教職」「教職の専門職性」などの諸概念それ自体は，教育行政

論のジャンルに属する概念であり，これらの概念のもとでは，本来，「専
　　　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑧
門職の自律性」（M・リーバーマン，T・M・スティネット，その他がいう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ
Professional　Autonomy）「専門職権限」（A・エツィオニらがいうProfes－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
sional　Authority）「専門職の権利」（A・ローゼンタールらがいうProfe・

ssional　Rights）などの概念内容こそが論究されなくてはならないのである。

したがって，「専門職としての教職」についていうのであれば，公教育教員の資

質・能力に論及するだけにとどまらず，すすんでまた，そのような資質・能

力にてらして公教育教員に保障さるべき対国家的諸権利を明示していかなく

てはならないのである。

　総じて，教職理論（専門職理論）にとって必要なことは，教育労働（専門

職労働）論を基礎にすえて「教職の専門性」（「労働の専門性」）論を展開す

るとともに，さらにその「専門性」論を基礎にすえて，そこから論理必然性

をもって，公教育教員（専門職労働者）が享受すべき対国家（対行政）的諸

権利の内容とその法的性格とを明らかにしていくことなのである。そうして
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　ロ　　　　　　　　　　　　

はじめて，その教職理論（専門職理論）は，まさに専門職理論として展開さ

れえている，ということになるのである。

　この点，専門職の定義に関してもまったく同じである。すなわち，中教審・

教養審などの答申のそれのように，そこで教員に必要とされる特有な資質・

能力を指摘するだけでは，教職の「専門性」の内容を定義したことにはなっ
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ても，数職を専門職として定義し教職の専門職性を明らかにしたことにはす

こしもならないのである。教育労働もまた専門職労働の一種であることから

敦員には持有な資質・＃旨力の習得が要請されること，まさにそのことを論拠

として，専凹職労働者としての教員が享受すべき対国家的諸権利をIY］示しえ

てはじめて，数職を専門職プロフェッションとして定義し特徴づけたことに

なるのである。社会的・共同的な労働過程が，すでに一般に指摘されているよ

うに，労働の技術過程とその組織過程との2過程によって仕組まれていると

すれぼ，専門職の特徴は，すぐれて後者の組織過程において発現することに

なるからである。以上のようなわけで，中教審・教養審などの答中の「専門

職」論そのものは，その実，敦育労働（教育技術）論の次元からすこしも論

理的に発口せしめられていない，そのためそこから専門職労働者が享受すべ

き諸権利論をまったくもって欠落させている，そのような「専門性」論であ

るといわなくてはならないのである。

　さて，以上，「4つの接近法」といういい方で呼んでいる私たちの「＜専

　　　　　　　　　　　　　　　　　
門職としての敦職そm論の研究方法i論」を一部明らかにしながら，答巾の専

門職論を批判してきたのであるが，ここで，ILO・ユネスコの『教員の地

位に関する；η1㌧（1966｛F，以下7勧告』とする）に論及しつつ，専門職理

論の特孜を「国際’，il’L’識」のレベルで浮彫りしておこう。この『勧告』が専門

職理論を一つの指導的原則として作成されていることについては，相良惟一

氏もつとに強調しているところであり，何人も異論のないところであろう。

相良氏は，この点について，

　「教職は専門］U’実であるということ，それは教育専円職とよばれるべきもの

　であるということは，このたびの勧告草案のなかに，数えきれないほど出

　てくるのであり，このような教職6［にそ，実はこの勧告草案の根本的精伸

　をなすものであ1），それはまた全体を通じ一貫して見られる考え方でさえ

　あるのである。したがって，専門職理論について十分な理解がない限り，

　本勧告草案に関する根本的な理解把握は，およそ困難なのではあるまいか
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　　　　　　　　　　ぼ
　と思われるのである。」

とさえいっているのである。事実，「勧告』は，「指導的諸原則」についての

べた第3章の第6項で，

　「教育の仕事（teaching）は専門職とみなされるべきである。この職業

　はきびしい継続的な研究（continuing　study）を経て獲得され維持される

　専門的知識（expert　knowledge）および特別な技術（specialized　skills）

　を教員に要求する公共的業務（public　service）の一種である。また，責

　任をもたされた生徒の教育および福祉に対して，f固人的および共同1］勺な責

　任感（asense　of　personaland　corporate　responsibility）を要求するも

　　　　　びト
　のである。」

とのべて，その指導的原則の一つとして専門職理論をとる旨明らかにしてい

る。が，『勧告』はいうところの「専門職」をどのように概念しているので

あろうか。なるほど，この第6項で「勧告』は教職が専門職とみなされるべ

き根拠として，公教育教員に，不断の学問研究をとおしてはじめて習得され

維持されるような専門的な知識・技術，個人的・集団的な責任感の2つを保

持することが要求されることをあげている。つまり，教職労働もまた，教貝

に特有な知識・技術・責任感などの保持を要求する専門職労働の一種である

ことを根拠として，教職もまた専門職とみなされるべき旨いっているわけで

ある。が，「勧告」は，これらの知識・技術・五任感などをあくまで教職が

専門職とみなされるべき根拠としてあげているのであって，それらを専凹職

そのものの属性ないし特徴としてあげているのではない，という点に注意し

なくてはならない。それは，「専門職」という概念そのもののなかでこれらの

知識・技術・責任！惑1などを観念しているのではないのである、というのは，

「勧告』が教職もまた「専門職とみなされるべきである」というとき，「勧

告』は，明らかに公教育教員を対国家的関係のなかにすえてこのことをいっ

ているのであり，そこで公教育教員にもまた専門職一般が1；授している対国

家（対行政）的諸権利の総体が保障されてしかるべき旨いっているのだから

である。つまり，「勧告』は専門職そのものの属性ないし特徴をむしろもっぱ
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ら対い隊（対行政）的権利の側面から把え，いうところの「専門職」概念の

もとで専門職一般が享受している諸権利の総体を観念しているのだからであ

る。だからこそ，『勧告』は，「教育の進歩における教口の基本11勺な役割，な

らびに人間の開発および現代社会の発展への板らの貢献の重要性」を確認し

ながら，教員団体の教育政策関与権（第9項，猫0項の11，第75項），教育

課程編成における教員の学問の刊川権（第61項），教員の研修権，教育団体

の労働基本権（第82項，第83項，第84項），教員の11了民的諸権利，などの教

員および教員団体の対国家的諸権利を夕」挙していくことになるのである。

　以上のことから，『勧告』がその指導的原則とした専門職理論もまた，専

門職従事者たちの対国家的諸権利についての理論にほかならない，というこ

とが知られるであろう。そのような専門職理論をその原則の一つにすえてい

ればこそ，この『勧告』は「わが国の教育についての国外からの示唆として

は1946年の第一次アメリカ教育使節団報告書以来の重要なものだ」（宗像誠
⑩

也）とまで評価されているのである。

　もちろん，『勧告』は専門職理論の基本を明示しているとはいっても，そ

れは，第一に，教員および教員団休の享受すべき諸権利を体系的に列挙して

いるとは必ずしもいえないし，第二に，教職もまた専．門職とみなされるべき

根拠として，教員に要求される知識・技術・責任1塵などをあげ教育労働の本

質を示唆しながらも，これらの根拠にてらして教員および教n団体が享受す

べき諸権利が何であるかを系統的に明らかにすることをしていない。したが

って，教育労働の本質を解析・解明しながら，その本質にてらして教眞が享

受すべき対日家的諸権不U（おそらくそれらは「教員の教育権」概念のなかに

総括されうるであろう）を体系的に列挙していくこと，このことが教職理論

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ホ
研究にとっての現代的課題の一つとなっているのである。もちろん，それら

対国家的諸権利の法！i勺性格（事項的特権か職務権限か基本的人権か）を明ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
かにすることも，その現代的訳題の一つであるが。

　＊教員の教育権の内容を系統的に明らかにしようとする場合に，解明さる
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　べき基本問題は何であるか。以下この点について説明しておこう。

　　専門職労働を学：問的労働と規定したとき，学川的労働としての教育労働

　そのものが，この労働に直接に従事する教員に対して，学問の白由の保障

　を要求してくることについては，ここで詳説するまでもあるまい。教育労
　　　　　　　　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　　ロ　　　コ

　働研完の日山と敦育労働実践の自山とがいずれもあわせ保障され，しかも

　この2つの自由がいわゆる「理論と実践の統一」の原理にしたがって有機

　的に結合されたとき，そのときにはじめて，教育労働は学問的労．働＝：，．iil門

　職労働となってくるからである。したがって，これまでの教口の教育権の

　理論は，　慨して，　敦ばの敦育除を孜員　（集団）　の数汀課川編成艮ilないし

　　「内的事項」；ili：；戎権と規定しているのである。それらは，教員の「学間の

　rl山」を敦育課弓＝内灼事項とかかわらせて捕捉しているとみてよい。

　　しかし，教口の「学問の白山」を，そのようにもっぱら教育課程編I」父と

　かかわらせて捕氾すうだけでは，必ずしも十分ではない。かえってそれを

　公敦育の「労働様式」（芝田進午）の総体とかかわらせて把えなおす必要

　がある。つまり，教員の「学問の自巾」権は，款育労働そのものを学閤的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　　お

　労働たらしめるためのもっとも根元的契機であり，直接には教育労肋実Vk
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

　そのものから要請される自由任でありながら，さらに公教育の総休にまで

　波及していく憲法的自由権で35らざるをえないのである。どうしてそうな

　るか。これまで，この問題に対しては，内的事項と外的ll｝：項の関連性，敦

　Jl人事の両面］1三などの理由をあげて答えるのがつねであったが，私にはこ

　れだけではどうもその解答があまりに一般的にすぎて説得力が乏しいよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　コ　　　ゆ　　　　　　　　　　　　コ

　に思われるのである。私自身は，もっと近代公教育の基本構造とかかわら

　せながら，この問題に答えていく必要があるように思っている。

　　とすれば，さきの基本川題は，まさにここにこそあるといわなくてはな

　らないだろう。この論文の後半では，この基本問題に対しても，できるだ

　け私の解答を出すように試みる。

註①　二の点，Morris　L．　Cogan；Toward　a　Definition　of　Profession　r．　Harvard
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　Educational　Review，　Vol．　XXlll，　No．ユ，　willter，1953）をみよ。

②　この概念については、Amitai　Etzioni；Modern　Organization、1964，　A．　Etzioni

　ed．；The　Semi－Professions　and　Their　Organization，1969．　etc．

⑤　　Myron　Lieberman；Education　as　a　Profession、1956．　PP．87－－123．

　T．M．　Stinnett；Professional　Problems　of　Teachel’s，3rd　edition、1968，　PP．

　275－294．

④　A。Etzioni，　op．　cit．，　pp．75－－93，

⑤　Alan　Rosenthal；Pedagogues　and　Power、1969、　pp。一一7．54．　etc．

⑥　これについては，勝野尚行編『五育：〕1践と云育行政一バ1詮U論研究序：こ一』

　（法律文fヒ社，1972川6月）の私のi｝’；章冷．ミ≡Zよ。

⑦　相良惟・『ξ：1ジし）地位勧1仁二’：：職，’：薄門臣』川治図1，・．1967∵、

⑤　同卜、ユ5ページ。

⑨　英二（は，International　Pedagogical　and　Trade　Union　Review，　FISE‘’Tea－

　chers　on　the　World”，1967・2に収録さ：：L1’：ILO・UNESCO‘LThe　Recomm－

　endation　concerning　the　Status　of　Teachers”　k：ノc

⑩　宗像誠也ほか「『教川の地位に関ナ∫：勧告』二日本のべ育行’‘：」（束「：・：ジ＼学教育

　’1▲：：「日糸己］1：㍑蔦10迭、　1968　・“　：・）rt

⑪　二の点について：：，的掲『口☆1こ践三芸育i」：パ』の1・・1．1・：．・㍑．⊃獅㍍三照。

⑲　芝lll進午『社会KIE入門』弘．：、：堂、1970：卜，34ヘージc

（2）「専門性」観と「修練」

　では，ri：1教審・教養審などの答申は，教職の「高度の専門性」とか「専門

〕職としての資質・能力」などについていいながら，どうしてその「専II【］的職

業としての教職」論を「専門職の権利」論として展開することができなかっ

たのか。ついで，この点がきびしく問題にされなくてはならない。

　もちろん，その理由について，これらの答申がいわゆる「国家の教育権」

論をとっているからだ，ということもできる。国民（子ども，両親，教員な

ど）の教育権の否定のうえに立って国家の「教育権」を承認するかぎり，た

とえば公教育教員の対国家自勺諸権利を主張しうるはずもなく，その意味で，

元来，「国家の教育権」論と「専門職としての教職」論とは両suしえないも

のだからである。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び　　　　コ　　　　　　　　　コ　　　　コ　　　　コ　　　　ロ　　　　　

　が，答巾の教職論そのものをできるだけ内在的にトータルに批判していく
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ためには，その理由を，いうところの「専門性」ないし「資質・能力」その

ものの答申による把え方のなかに求めていかなくてはならず，いま一歩ほり

さげていえば，それらが対応しているところの「公教育労働」認識に求めて

いかなくてはならない。そこで以下，答申の「専門性」論ないし「資質・能

力」論を点検しながら，その基礎にあるこれら答申の「公教育労働」認識を

明らかにしていくことにしよう。

　中教審答申は，教職に必要とされる「高い専門性」の内容を教員の資質と

能力の側面から把え，そのような資質と能力は，養成・採用・研修・再教育

の過程でしだいに形成されるのだとして，つぎのようにいっている。すなわ

ち，

　「教職は，本来きわめて高い専門性を必要とするものであり，教育者とし

　ての基本的な資質のうえに，教育の理念および人間の成長と発達について

　の深い理解，教科の内容に関する専門的な学識，さらにそれらを教育効果

　として結実させる実践的な指導能力など，高度な資質と総合的な能力が要

　求される。そのような資質と能力は，その養成，採用，研修，再教育の過

　程を通じてしだいに形成されるべきものであろう。」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　コ　　　　　　　ロ　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　コ

と。答申が「高い専門性」の内容を資質と能力からなるものとして捕捉して

いることは明らかであるが，いうところの「高度な資質」および「総合的な

能力」がより具体的にどのような資質・能力を指すのか，必ずしも明瞭でな
　　　　　　　　　　　　　　　　　
い。このうち，教員の資質に関しては，別の箇所で「使命感」「職業倫理の

高揚」などをいっている程度なので，後に詳しく論究することにする。が，

教員の能力に関しては，別の箇所でその内容をより具体的に明らかにしてい

る。すなわち，「学校段階の特質liF応じた教育課程の改善」（第一編第二章第

二の2）のところで，中学校においては基礎的・共通的な教育課程をより深

く修得させながら「個人の特性の分化にじゅうぷん配慮して将来の進路を選

択する準備段階としての観察・指導を徹底すること」，高等学校においては

「生徒の能力・適性・希望などの多様な分化に応じ，高等学校の教育内容に

ついて適切な多様化を行なうこと」，を提案した後，「多様なコースの適切な
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選択に対する指導の徹底」（第一編第二章第二の3）のところで，つぎのよ

うにいっているからである。すなわち，

　「教育は，個人の可能性の発揮について不断の希望をもちながら，しかも

　できるかぎり客観的に個人の特性を見きわめて，教育の適当な段階ごとに

　適り］なコースを本人が選択できるように指導するという重要で困難な仕事

　を担当しなければならない。」

　「さまざまな能力・適性・関心に応じてじゅうぶん修得できるような多様

　なコースの中から，本人の能力・適性に応じたものを選択させるよう綿密

　な指導を行なうことが重要である。この仕事は，高度の専門的な研究と訓

　練を必要とする分野であり，教師の指導能力を高める努力が必要である。」

　　　（6フノ！」、、　弓［JIJ者）

などと。また，「個人の特性に応じた教育方法の改㍍」（第一編第二章第二の

4）のところでも，「個人の特性に応じた教育方法を活用して教育目標の達

成をいっそう確実なものとする必要がある」という観点から，グループ別指

導（能力別編成），個別学習のための教育機器の積極的活用，無学年制，進

級・進学の例外的lllll置（とび級制）などの採用を提唱しながら，

　「グループ別指導や個別学習の方法によって教育効果を高めるためには，

　教職員の配置数や施設・設備の改善充実とともに，教員の積極的な意欲と

　指導能力の向上をはかるための方策が講じられなければならない。」（傍点，

　引用？rf）

といっているからである。以上の引用から，答申が公教育教員に必要とされ

る専1円的能力をどのように観念しているか明瞭であろう。答申によれば，教

員に必要な能力とは，児童・生徒の特性をできるだけ早期に見極める能力で

あり，生徒が自己の能力・適性に見合った教育課程を選択するよう指導する

能力であり，その能力・適性を効果的に開発するための能力なのである。

　それは，「能力・適性に応じた教育」ないし「能力主義の教育」をとおし

て，児並・生徒の特性を一面！i勺・奇形的に開発し発達させるための能力だ，
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といってもよいだろう。答申が「その養成・採用・研修・再教育の過程を通

じてしだいに形成されるべき」能力といっているのは，一つには，このよう

な「人材開発」能力にほかならない。

　ところで，「能力主義の教育」による「人材開発」こそ，極めて切実な資

本の要求にほかならない。ごく端的にいえば，それは，「これ以外では企業

はきびしい国際化・労働力不足時代を生きぬけないものである」として提唱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　　　　　　　　　　

されている「能力主義管理」の一環に公教育をくみいれようとするものであ

る。この点，たとえば，日経連能力主義管理研究会編の『能力主義管理一

その理論と実践一』によっても知ることができる。というのは，それが，

「能力主義管理」という概念について，

　「能力主義管理とは，労働力不足・賃金水準の大幅上昇・技術革新・開放

　経済・労働者の意識の変化など，経済発展段階の高度化にともなうわが国

　企業経営をめぐるきびしい環境条件の変化に積極的に対応して，従業員の

　職務遂行能力を発見し，より一層開発し，さらにより一層有効に活用する

　ことによって労働効率を高めるいわゆる少数精鋭主義を追求する人事労務

　　　　　　　　　　　　　
　管理諸施策の総称である。」

と定義したり，また，「企業における人間尊重」に関連して，

　「企業における人間尊重とは，業務の上から考える限り，従業員の職務遂行

　能力を発見し，十二分に開発し，かつ発揮する機会と場所と環境を与え，ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む
　たそれに応じて処遇することであり，能力主義管理の実践に他ならない。」

などといって，「企業経営をめぐるきびしい環境条件の変化」のなかで企業

が「生きぬく」ためには，一人ひとりの労働者の能力や適性を発見し開発し

活用する必要があるとしながら，学校教育に対してつぎのような要求をだし

ているからである。すなわち，

　「企業人を育成する学校教育制度についていえば，個人により，4歳あ

　るいは5歳での小学校入学，小学校から高校までの飛びこえ進級，落第の

　厳正なる実施大学における完全なる単位制の導入一→学年制の廃止（単
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　位をとり終えれば何年でも卒業できる）などの罷力圭義を卓念｝と稔詩し撒

　ほしい。個人別格差を無視した一律的な画一進級制や学年制は，今日にお

　ける最大の人間不尊重であり，国家的損失であり，若者から意欲を減退さ

　せている。学校教育が能力主義で運営されれば企業はそれを受けつげばよ
　　　　　　　　　コ　　　　　　　　む　　　　　　　り　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　さ

　いことになり，是非考えてほしい。」（傍点，引月情）

という要求がそれである。学校での「能力主義教育」のなかで児童・生徒・

学生の能力や適性が的確に把握され十二分に開発されていくならば，企業で

の「能力主義管理」はそれをうけて最高度にその労働能力を活用しうること

になる，ということをいったものである。それは，反面からいえば，心身障

害児の「切り拾て教育」を捉唱していることになる。

　また，「能力主義の教育」とは何か，「人材開発」とは何か，などの問題を

解りjしていくうえで，つぎのような清水義弘氏の発言にも注意しておくべき

　　ユ　　　つ　　　ザ

Cのりつ。

　「わが口の戦後の教育は，量的普及面にはかなりの進歩がみられたが，

　マンパワーの素質や能力を発見し，これを開発するという面においては，

　久ける点が少なくなかったようである二」

　「1日人の能力の尊重は，民主主義の理念であり，産業社会の近代化に大き

　な役割をもつ。工業化の進んだ社会では，資本主義・社会主義を問わず，

　生産力の要求による人間の階屈分化はさけがたい。査本主義王ふらとそ，
　　　　　　の　　コ　　コ　　ロ　　　　　コ　　コ　　　　　り　　　　　ロ　　コ　　お　　　　　ロ　　コ　　コ　　

　もっと能力主義を徹底させるべきである口（傍点、引川者）

　「人的能力政策は，将来における人口の変化と，技術革新の急速な進展と

　を想定し，人的能力の向上をはかるとともに，これを十分に活用して，∫・
　サ　ウ　む　コ　お　　　　　コ　　　コ　　　ロ　コ　む　コ　コ　　　お　　　　　　　　　　　　ぱ　

　っそうの経済発展をうながすことを目的としている。」（傍点，引用者）

　「最近では中学卒が少なくなったので，企業では高校卒を採用する傾向

　が非常に目立ってきている点を考えてみる必要がある。なかでも，普通課

　程の大半は就職し，そのうちの何割かは作業部門に就職しているというこ

　とは考慮に値する。ところが，現在では，これらのひとに対してはなん
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　の職業教育も実施していないので，企業では適応訓練なり技能教育なりを

　実施しているのである。これはあきらかに二重教育であり，二重投資であ

　る。……したがって，これらの点について教育界と産業界とは，ロスをな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぼ
　くする対策を考えてみる必要があると思う。」

などという発言がそれである。このような清水発言は，資本の教育要求をま

ことに端的に代弁したものというほかないが，清水氏はさらに「20年後の教
　　　　　ぴ　　　　　　　　　　　　　　　　　お

育と経済』や『教育改革の展望』のなかでも，資本の「人材開発」要求を代

弁して，つぎのように発言している。すなわち，

　　「わが国のように資源にめぐまれない国では，国民のもつすぐれた才能を

　発見し，これを開発することがたいせつである。これなくしては，経済

　発展をはかり，国として自立することができない。このためには，全休と

　しての教育水準を高めるとともに，才能開発の教育に真剣に取り組むこと

　　　　　　　の
　が必要である。」

　　「7すべて国民は，ひとしく，その能力に応ずる教育を受ける機会を与え

　られなければならない』という教育基本法第3条は，『ひとしく」に重点

　がおかれ，請旨力に応ずる』ことが軽視されたきらいがある。……もちろ

　ん，機会均等の実現を阻む理由はなにひとつない。むしろ，それは完徹さ

　れてしかるべきである。しかし，機会均等の意味は，経済的，産業的要言（「

　ゐ観点から，もはや形式的でなく，実質的に解釈されねばならない。同時

に，種が西云提艮磁吉（ま，繭捲鋤屯㌶録とし諭
　　サ　　　　　る　　ロ　　コ　　コ　　　　　サ　　　　　リ　ユと

　編成される必要がある。」（傍点，引川者）

　　「戦後の学制ほど，産業社会（独占資本はその一部）の要求にこたえな

　かったものはないといえる。それは中小企業の要求ばかりでなく，大企業

　　（よければ独占資本といいかえてもよい）の要求にも屈しなかった。たと

　えば，口経連は，昭和30年ごろから，中級技術者養成のために，　『専科大

　学』の設置を要望してきたが，いまだに実現をみない。専科大学案の可否

　は別として，日経連といえば，わが国でも最有力の経済団体ではないか。
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　その要求も通らぬという現状だ。……たしかに，大企業だけに奉仕する雇

　用計画はよろしくない。しかし，戦後の学制は，大企業にたいしても，ま

　たとくに中小企業にたいしては「奉仕」することを忘れてきた訂

　「戦後の教育制度は，人間的要請や政治的要請にこたえてきたが，産業の

　要請にはこたえることが少なかった。その結果が，今日技術者・技能者の

　大量不足となってあらわれている。大多数の父母にとって，子弟を高校・

　大学に入れることは，よき就職を得ることであり，この意味で高校・大学

　は職業と結びついたが，産業とは結びつかなかった。職業と産業のちがい

　は，まさしく個人所得と国民所得のちがいである。公教育というが，この

　会敦吉ほ顧‘としそ（あるいは家事として）茉｜頂きれ亮｛とナきな∫、。とら

　皐実を巌翻と治えもならぼ，お継Bと1ま，まだ会藪葡ま存在しなご、とu、↓

　べきではないか。

　産業社会の求める人材の量と質，将来の雇用の見通しについては，すで

　にのべた。これからの学校制度は，社会的需要に見合う人材の供給計画を

　たてるべきである。このためには，まず，雇用の量に対応して教育組織

　（大学の学部・学科編制，高校の教育課程・生徒定員構成など）の再編成

　をはかるとともに，つぎには，雇用の質（たとえば技術革新）に応ずる教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ば　育内容・方法の改造をおこなうことである。」（働点，引用者）

などと。このような清水発言をみるならば，氏が提唱する「能力主義教育」

「人材開発教育」　「産学協同」の背後にある「公教育」観が，まさにずばり

「資本のための教育」観にほかならないことがはっきりと知られる。

　以上のようにみてくると，中教審答申の教員の能力論の基礎にすえられて

いるのは，まさに「従属労働としての教育労働」論だ，といわざるをえない

のである。公教育労働を資本への従属労働として捕捉しておればこそ，答申

は，いわゆる「能力主義の教育」を提唱したり，教員に対して資本のための

「人材開発」の能力を求めたりすることになるのである。答申の要求する
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「人材開発」能力とは，したがって，「資本の要請にこたえて必要な人材を

資本に供給する能力」にほかならない，といわなくてはならない。まさにそ

れこそ，資本に有益な「労働力商品の生産」能力だといいうる。

　ところで，このような「能力主義教育」は，学校での学習を人間的発達の
．　．　　　　　　●　●　●　●　令　■　・　．　　　　　　　　　　　い
契機から，人旧的疎外の契機にかえてしまう。学習それ自体は，本来，人間

的発達の契機なのだから，「学習による人間疎外」ということは，すでにそれ

自体矛盾である。しかし，いま「学習による疎外」をもって，①学習する

ことをとおしてのいっそうの学習意欲の喪失，②　学習することをとおして

の1中間との人閥的連帯感の喪失，③　学習することをとおしての社会祝のい

っそうの歪山，④　学習することをとおしての生きるめあての蒙昧化，など

の諸現象を已：括約に概念するとすれば，このような「学習による人間疎外」

はまさに普1口旧に認められる現象となっており，今後の「能力主義教育」「人

材開発教育」の進展は，この疎外の度合をいっそう深めることになるだろう。

　ついで，数養審答中もまた，いうところの「専門性」の内容を教員に必要

とされる資質と能力の側面から把えていることは，さきに引用して示してお

いたように，教員に必要とされる資質と能力にてらして教職もまた「高度の

専門的職業」であると結論しつつ，すぐそのあとでつづけて，

　「したがって，教貝の養成はこのような専門性がじゅうぶんにつちかわれ

　るよう配慮されなければならない。」

といっていること，また教員養成課程のあり方について，

　「一般の大学・学部における教員の養成は，教員の専凹性をつちかうため

　に必要とされる教育課程を，じゅうぶん履修できる充実した課程において

　行なわれるようにすべきである。」

　「教員養成のための教育課程は，教職の専門性の確立を保証するとともに，

　豊かな人間性の形成に寄与するものであることが期待される。」

などといっていること，などから明らかである。では，教養審答申は，教員
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に必要とされる能力および資質の具体的内容をそれぞれどのように捕捉して

いるのか。このうち，教養審答申の能力観は，つぎの3点を指摘することで

明瞭となるであろう。答巾はなるほど，「教育に対する要求の高度化などに

かんがみ，一般教育科目，基礎教育科目，専門教育科目（教科専門科日，教

職専門科目）などの各分野が，それぞれの機能や特色を発揮するように」す

べきだ，などといってはいる。が，第一に，一般教育科目などにおいてとく

に配慮すべきこととして「豊かな教養とスポーツ，趣味などを通じて人間性

豊かな魅力ある教員」とすることをあげている。ここには一般教育に対する

極端なまでの軽視があるといわなくてはならない。そして，一般教育を軽視

すればするほど，専門教育で養成される「専門性」は，知的技術的「専門

性」から技能的なそれに転化していくのである。

　第二に，教科教育の研究について，道徳教育の研究，特別活動の研究など

も含めて，教育課程の構成・内容・指導方法について「教育課程の研究』

として実証的，実践li勺に履習させるように配慮する」といっている。が，教

科教育の研究を「「教育課程の研究』として実証的・実践的に履習させる」と

いうことは，各教科の教育課程編成に関する自由な学問11勺研究をいうのでは

なくJ所与の教科教育課程をもっとも効果的に児童・生徒に履習させるための

「専門的技能」（sPecialized　skills）を習得させるよう学生を「訓練」（trainin9）

していく，ということであろう。

　第三に，小学校教員養成および中等教育教員養成のための教育実習をそれ

ぞれ8週間以上，6週間以上に延長することとともに，その教育実習を「教

育の方法および「教育課程の研究』の授業と有機的に関連させて実施する」

ことを提案している。とすれば，教育実習は，もはや「学問実践」としての

意味をもたず，教育技能を練磨するためだけの実習となるであろう。

　とすれば，以上のような教養審答巾の能力観は，いうところの教員の能力

が「専門的技能」にすぎないものであることをより明確に示しているといっ

てよいであろう。
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　だから，朝日新聞社説「教員の養成には何が大切なのか」（1971；ド6月3n）

もまた，この教養審答申は教員養成の改善よりもむしろその改悪さえもたら

すであろうと批判し，その理由について「教員が高度な専門職であるとする

場合，それが具体的に何を意味するかについて，この報告がつきつめて考え

ていない」ことに由来するといっている。より具体的にいえば，教員養成の

場合，医師や技師などの養成の以合に比較して，その専門教育とともにとく

に重視されなくてはならない一般教育へのいちじるしい軽視があり，ために

それもまた「高度の専門性という言葉を使ってはいるものの」，その概念内容

が「狭い意味の職人的なもの」に簸小化されてしまっているからだ，という

のである。まことに当を得た批判となっている。

以上の中敷審・教養審の答申における教員の能力観の点検をとおしていい

うることは，これら答川の能力観は「従属労働としての教育労働」囚に対応

したそれであり，答申のいう専門職は「専門技能職」にほかならないという

ことである。

　ついで，教養審答申の資質観についていえば，答巾はまず，「教育者とし

ての使命忠」と「深い教育的愛情」の2つをあげ，これらが「高度の専門的

職業」としての教職に必要とされる資質的基盤だといっていた。この点，す

でに引用して示したとおりである。が，答印はまた，教員養成大学における

教育課程の特色についていったところで，幅広い学力の付与，教育実習の重

視，教育の実践的諸分野に関する教育の重視などとともに，「教員としての

人間形成」「数職意識の酒（かん）養」などをあげている。そしてまた，と

くにこのうちの教育実習に関して，

　「教育実習は，学生に教職についての啓発的な経験を与え，教職に対する

　意欲と使命感を喚起し，児童に対する理解を深め，教員として必要な専門

　的知識・技術を修得させる上で重要な意義を有する」
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といい，教育実習は学生の「教職に対する意欲と使命感」とを喚起するよう

組繊されるべきだという。以上のことから，教養審答申が，教員に必要な資

質として，すくなくとも，

　　①　使命感

　　②　教育的愛情

　　③　教職意識

の3つを考えていることは明瞭であろう。そこで，教養審答申の資質観をよ

り具体的に明らかにするため，このうち中教審答申も提唱していた使命感お

よび数職意識（「職業倫理の高揚」という形での）の2つについて論究して

みよう。

　使命感とは何か。

　多くの論者たちが教員の使命感について論及しているので，ここではその

うちの若干に論究しながら，いうところの使命感が何であるか，できるだけ

浮彫りしてみる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　セソ
　中教審会長の森戸辰男氏は，その著「口本教育の回顧と展望』のなかで，

「よい教師」の資質に論及しながら，まずつぎのようにいっている。すなわ

ち，

　「、よい教師』は，何よりもまず教育使命感を持たねばならない。この使

　命感は，封建的教師像から，ある程度には師範タイプからも一西洋で

　は，初期li∫民社会の職業観がある一継承されたものであるところから，

　今LIでは一部の人々によって封建的遺物として強く排撃され，しばしば功

　利的な職菜観やプロレタリア的教師観に代られようとしている。しかし私

　のみるところによれば，「よい教師』の最高の要素は，まさにこの資質に

　求められる。」

と。このようにいって，森戸氏は，「有識専門職」としての教師の望ましい

5つの資質一自山・独立な人格者，広い教養と視野に立ち豊かな人間性を

もつ，高い教育科学と技術の習得者，教育の社会性についての認識をもつ，
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使命感一のうち，使命感こそ「最高の要素」であると位置づけ，すすんで

その内容にふれてつぎのようにいっている。すなわち，

　「ところが，この極めて大切な教師像の要素にたいして，残念なことに，

　改革された戦後の教員養成制度においても，革新的な組合運動によっても，

　十分な関心と努力が払われていない。前者は専円的教育技術者の養成に力

　点をおき，後者は功利的な職業人か，階級的な教育労働者の育成をめざし

　ているからだ。なお危機の教師像として，師範タイプに見出された祖国と

　その伝統にたいする愛情と国民の連帯結束への関心は，相似た内外の危機

　に直而している現在の日本において，改めて想起されてよいのではなかろ
　　　　な
　うか。」（傍点，引用者）

　「このさい若い人にたいして国家再建のために教育のになう役割が根本的

　に重大なことを認識させるとともに，現在の，また将来の教師に対して

　は，彼らが新たな使命感を体して，確信と誇りをもって教職に精進し，そ

　れを基軸とする人間形成に努力するようにうながすことが，何よりも望ま

　しいのではないか。なぜなれば，教職の近代化職業化の健全な姿は，資本

　主義的な営利主義的職業化でもなく，階級主義的ないわゆるプロレタリア

　ート化でもなく，さらに）1tなる高度の教育技術職化でさえもない。それは

　新たな教師の使命観と，それを基調とする人間形成への努力をその最も重
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほゆ
　要な要素とするものだ，と私は確信している。」（傍点．引JN　Vi）

などと。氏によれば，「有識専門職」従事者を特徴づけるもっとも重要な資

質の一っは，この使命感にほかならないのであるが，いうところの使命感と

は，「祖国とその伝統にたいする愛情」「国民の連帯結束への関心」「国家再

建にとっての教育の役割の認識」などに由来する資質を指すのである。

　使命感についてより端的に語っているのが相良惟一氏である。相良氏は，
⑳

その著「教員の地位勧告と教職の専門性』において，「教nは国家から国民

を教育するという崇高な使命を付与されて」いるのだとして，つぎのように

いっているからである。すなわち，
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　「教育に関する国家の役割が両親のそれに比すると補助的，第二次的であ

　るということは，教員の役割もそうであるということである。このように，

　教員は両親に対しては補助的な立場に立つが，国家からは，国家の教育に

　関する役割なり，責務なりを果たすために重要な職分を与えられている。

　実際，教員は国家から国民を教育するという崇高な使命を付与されており，

　そして同時に両親からはその子どもの教育を委託されているのである訂

　「両親や国家が教nに対し，期待し，要求しているところのものは，単な

　る教授という労務の提供にすぎないのであろうか。そうではなくて，教

　育というものは，もっと倫理的なものであるべきはずである。教育基本法

　にいうr使命」という字句は，そのために使われたのではあるまいか。教

　育家の使命こそは，被教育者の人格を形成し，真理を教授することにある。

　あらゆる職業のうちで，宗教家のそれに近いものがあるとするならば，そ

　れは教職であろう。教員は両親とともに｛巾の人間創造の活動に参与するの

　である。…まことに教員は一つのことば，一つの行ないによってではなく，
　　　コ　　や　　　お　　コ　　　　　　　　ゆ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み

　全身全霊をもって教育にあたるべきである。」（傍点，引用拘

などと。ここに引用した相良氏の聖職論的教職論については，別の機会に詳

細に吟味し批判しなくてはならない。が，以上の引用から，相良氏が，会藪

育は国家の教育であり教員は国家から一定の職分を与えられているのだとい

う前提に立って，国家が教員に期待し要求するところにこたえるべく，全身

全霊をもってその職分を果たすことに教員の使命をみていることは明瞭であ

ろう。したがって，相良氏によれば，使命感とは，国家によって与えられた

職分をとおして積極的に国家に奉仕しようとする意思にほかならない，とい

うことになる。

　教職意識とは何か。

　教養審答申が「酒養されなければならない」といっている教職意識とは何

であるか。すでに指摘しておいたように，教員に要請される資質に関連して，
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中教審答申は「職業倫理の高揚」をいっていた。そして，高揚した職業倫理

によって酒養されるのがここでいう教職意識にほかならないとすれば，問題

は「職業倫理」が要請する倫理的資質は何か，ということになる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　では，職業倫理とは何か。高山岩男氏の『教育と倫理』によれば，高山氏

が「われわれが社会生活において特殊の職業に従事し，特殊の職能を分担し

ている以上，この職能を完全に発揚し，卓越して遂行することが職業倫理に

　　　　　
他ならない」といっているように，職域倫理，職能倫理などとも呼ばれる職

業倫理は，何よりもまず，あれこれの職能の特殊性に由来する固有な倫理で

なくてはならず，そのうえでその職能を「立派に果し，優秀に卓越して実現

する」ことを要請するものでなくてはならない。だから，既存の資本主義的

分業の体制を批判しながらその止揚の必要を説くような「労働者一般の倫

理」は職業倫理の名に値しない，ということになるのである。高山氏が日本

教職員組合のr教師の倫理綱領』を非難するとき，その基礎におかれている

のは，以上のような職業倫理観にほかならない。高山氏は，日本教職員組合

の倫理綱領は，教師の職域倫理を何一つ説かず，ひたすら労働者倫理だけを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
説いている，といってそれを非難しているからである。

　こうして，高山氏によれば，高山氏自身が，「職業の分化の上に社会の正

常運営が行なわれている以上，相互の分際を守り，自分の領域を不当に越境

　　　　　　　
してはならぬ」「社会の調和とそれに応ずる社会倫理の調和は，各職業倫理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
が他を犯さずに自分の分限を守るところに成り立つ」などといっているよう

に，あれこれの職域＝職分に自己の実践を限定し，その分際＝分限を守りな

がら，ひたすらその職能的技能を練磨することを求めるのが職業倫理だ，と

いうことになる。

　以上の中教審・教養審の答申における教員の資質観の点検をとおしていい

うることは，答申のいう専門職はいちじるしく「聖職」に傾斜したそれだと

いうことである。高山氏のそれはより「近代化」されてはいるが。
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　以上私は，中教審・教養審の答印における「専門性」概念の内容を明らか

にするため，答申の「資質・能力」観をみてきたのであるが，教員に必要な

「専門性」を以上のような内容で捕捉していればこそ，答申はこの「専門

性」を「修練」によって形成し高めようとすることにもなるのである。中教

審答申が専門職プロフェッションの特質の一つに「その労働が高度の学問的

な「修練』をとおして形成される指導力を必要とすること」をあげているこ

とはすでに示した。が，たとえば中教審答申は，

　「中学校はもとより，高等学校についても，さまざまな資質・能力・関心

　をもつ多様な青少年に対する教育指導の方法についてじゅうぶん修練を積

　んだ教員が必要となり，そのための教員養成大学が重要な意味をもつとい

　える。」

として，教員養成大学がほかならぬ修練の場である旨いっているのであるが，

その「中間報告案」がすすんで，

　「教員養成を目的とする高等教育機関は，教員としての資質・能力の育成

　と資格の付与にふさわしい教育課程とじゅうぶんな修練によって教職につ

　く者の専門性を高めるもので……」

といっているように，教員養成大学での修練によって高められるのは，答申

がいうところの「専門性」にほかならないのである。そして，「専門性」を

高めるためのこの修練は，試補教員制度などとして現職教育のなかにももち

こまれ，中教審答巾が，

　「教職への自覚を高め実践的な態度を確立するためには，今日多くの職業

　で行なわれているように，まさに教育者としての第一歩を踏み出そうとす

　る段階で，職場の先達と責任者の指導のもとに徹底した実地修練を行なう

　ことがもっとも効果的である。」

といっているように，新任教員はすべて，任命権者の計画と職場の責任者お

よび先達の指導のもとで，一年程度の実地修練をとおしてその「専門性」を

高めえてはじめて，教諭に採用されるということになるのである。
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　ところで，修練とは何であるか。教育公務員特例法第19条・第20条などに

いう研修が，すでに一般に指摘されているように，研究と修養との合成語で

あるとすれば，答申のいう修練は，さしづめ，修養と訓練との合成語だとい
　　　　　　ホ
うことになる。すなわち，それは，研修概念のうちに含まれる学問研究の契

機を排除してそれを「技能的訓練」にかえるとともに，学問研究と切断され

たそのうちの「人間的修養」の契機をま正面におしだした概念なのである。

　＊もっとも，相良惟一氏は，教育公務員特例法の研修概念そのものに論及

　した際，すでにそこから学問研究の契機を排除し，それは「教授能力の練

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　磨」のためのトレーニングについていったものだ，といっていた。が，修

　練という概念は，このような相良氏らの「研修」概念のもとでの思惟内容

　をより端的に表出しそれなりに発展させたものだ，と解される。

　そうだとすれば，答申のいう「専門性」は，まさにこのような修練によっ

て形成されるそれだといわなくてはならない。というのは，答申のいう「専

門性」のうち，使命感とか「教職意識」などはまさに「人間的修養」をとお

して形成される資質にほかならないし，専門的技能はまさに訓練（training）

をとおして形成される能力にほかならないからである。修練によって形成さ

れる「専門性」とは，まさに「拝脆主義」と「経験・こつ・勘」とを必要な

資質・能力とする「聖職的技能職」のそれだといわなくてはならない。

　「ある種のギルドと強く結びついた特定の専門的職業資格の取得には，大

　学院教育は必ずしも必要としないのではなかろうか。例えば，司法官や役

　人には博士号は不要であろう。医師にしても，臨床医は必ずしもこれを必

　要としない。医術の修得と医学の研究とは別個のことがらだからである。

　従来，この分野では，研究者ではない専門的職業人に対して博士号が与えら

　れてきたとみてよい。私の考えでは，専門大学なかんずくプロフェショナ
　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　ロ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　む

　ル・スクールには大学院教育も博士号付与も不要である。」（傍点，引用者）

　これは，すでにみた「学制改革」論者，清水義弘氏の発言であるが，専門

職の資格取得には大学院教育は必ずしも必要とされない，専門職としての臨
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床医には「医術の修得」こそが必要なのであって「医学の研究」は必要では

ない，などといっていることから知られるように，専門職従事者の「専門
　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　　　　　ロ　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　コ　　　コ　　　　　　　コ　　　コ　　　　　　　ひ　　　び

性」の内容を訓練によって形成される技術・技能として把えたものである。

労働実践そのものとその労働実践研究とをいっそう高いレベルで結びつけ，

専門職労働の科学性ないし学問的労働性をいっそう高めることこそが要請さ

れているときに，専門職者と研究者とを区別し，医学研究と医術の習得とを

区別することによって，専門職を専門技術職ないし専門技能職にかえてしま

おうとするものである。

註①　［］三≦連能力主義管」獅；院会編『能力主義管埋一その理論と実践一．i　1　｛i．S．IE

　　　弘綴部．1969午、25ページc

　②同一ヒ，17ページ。

　③同ヒ．18ページ。

　　④　同一ヒ，100－101ページ。

　　⑤　清水義弘『現代口本．の教育』束大11‘1版会，196S“r．，75ページ。

　　⑥　同．ヒ，98ページ。

　　⑦　1司卜、109ページ。

　　⑧　同ヒ，162－1fl3ページ。

　　⑨　ifi／1く義弘『201ド後のlf’lr育と経済』束洋館出版社，1961年。

　　⑪　同『敦育改革の展望』東大li11版会，1970年。

　　⑪　同『20年後の教育≡≦済』26ページ。

　　⑫同上，46ページ。

　　⑬　同上，52－53ページ。

　　⑭　同上，55－56ページ。

　　⑮　マルクスのつぎのような「疎外された労働」概念を参考にしていろ。「労働者

　　　は彼が富をより多く生産すればすろほど，彼の生産の力と量が増人す巧Lはするほ

　　　ど，それだけますますまずしくなる。労働者がより多くの商品をつくればつくる

　　　ほど，彼はますます安価な商品となる。事物世界の価値増大にD笠接に比・．1して・

　　　人1川』：界の価∬3低落が増ノくする。労働はたんに商品を生産するばかりて：まない。

　　　それは商品としての自分自身および労働者を生産する。しかもおよそ商品を生産

　　　するばと同じ割合で。」

　　　「対1叉の獲得は，労働者がより多く対象を生産すればするだけ，彼の領有でき

　　　るものがますますすくなくなり，彼の生産物すなわち資本の支配．ドにますますお
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　　ちこむほど，それほどはなはだしく疎外としてあらわれろ。」

　　　「労働者が彼の労働の生産物にたいして一魑の疎遠な対象として関係するという

　　宿命のなかにこそ，これらすべての帰詰がよこたわっている。というのは，この

　　前IUによれば，労働者が骨おって働けば働くほど，彼が白己に対立してつくりだ

　　す疎遠な対象11勺IU－g“がますますすくなくなる，ということはあきらかである。」

　　　（マルクス　『疎外された労働』1844ii三〔大月、堅苫恢選集辛｝‖迭4，296ページ以

　　一ド〕より）。

　　　このようなマルクスの「疎外された労働」論は，「学習による疎外」論ないし

　　　「疎外された学習」論にノくきな示唆を㌦えるものであろ。なお，岩本憲氏の『方

　　法1：義教育の克服』（黎明」｝二｝ノi’，1965竿）は，「疎外された労働」と「疎外された

　　学習」の相互関係を鋭く追究したものである。

　⑯　森1「辰男『ll本教育の回顧と展望』教育出坂，1959年。

　⑰　同．ヒ，ページ。

　　◎　　［司1．，A°　一一ジ。

　　⑲　同一ヒ，ページ。

　⑳　相良惟一『；fkLiJ）地位勧告と敦職の専門性』明治：’＼i　ll：，1967年。

　　◎　同ヒ，172ページ。

　　⑫　同ヒ，172－173ページ。

　　⑱　ll’、1山，r’i’）TJ『※育と倫川』n［」又社，1968年。

　⑪　同ヒ，417－418ページ。

　　◎　同ヒ，417ページ。

　⑳　同ヒ，335－343ページ。

　㊨　同Ii．，420ページ。

　⑱　「川良惟一・証、．，」（数1川桧定訴訟支援全丁漣絡会編「宅永・芸1噛い｝］僻U第2田

　　証言編1』総合国」｝：，1968年）268－271ページ。

　⑳　川叔⊆弘『教育改革の圧鯉』17－18ページ。

（3）　専門職労働と「学問の自由」

　さて，以上私は，中教審・教養審などの答申における「教職の専門性」論

を点検しながら，これらの答申がその基礎に「従属労働としての公教育労働」

論をすえていることを明らかにしてきた。が，「従属労働としての公教育労

働」論をその基礎にすえて，そのような教育労働観に照応させる仕方で「専

門性」を概念しているかぎり，その「専門性」論を「専門職の権利」論にま
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で論理的に発展させることはけっしてできないのである。なぜなら，すでに

明らかにしてきたように，「従属労働としての公教育労働」観に照応させる仕

方で「専門性」を観念するかぎり，専門的資質は聖職的資質にかわり，専凹

的能力は専門的技能にかわってしまうからである。そして，このようにして

聖職的技能職に転化せしめられた「専門職」にとっては，それが「従属労

働」従事者となるかぎり，対国家（対行政）的権利が保障される必要はすこ

しもないのである。聖職的技能職にはなぜ対国家的諸権利が保障されるまで

もないか，この点についてはここで説1月するまでもなく，しごく明瞭なこと

であろう。公権力への「拝脆主義」こそ，聖職的技能職の本質だからである。

　そうだとすれば，これらの答申がその「専凹性」論を「専凹職の権利」論

にまで論理的に発展させえなかった必然性について，それは，これらの答申

が，一方では，教職もまた専門的職業の一種であると定義しながら，他方で

は，公教育労働をもっぱら国家・資本への従属労働として捕捉し，それを

「専門職労働」（professional　work）としてはまったくもって捕捉しえないで

いることにある，といいうることがわかるであろう。あるいは，その必然性

は，これらの答申が専門職労働とは何かの川題についてほとんどまったく論

究することなく，まことに窓意的・独善的な仕方でもってその「専凹性」を

概念していることにある，といってもよいだろう。

　中教審・教養審などの答申のように「専門的職業としての教1蔵」について

いうのであれば，当然に，専門職労働とは何か，どのような意味で教育労働

もまた専門職労働であるといいうるか，などの諸問題について十分に論完し

たうえで，まさに「専門職労働としての数育労働」論をこそ，その「専凹的

職業としての教職」論の基礎にすえなくてはならない。そして，そのような

教育労働観と正確に照応させる仕方で，教職の「専門性」の内容を確定して

いく必要がある。が，中教審・教養審などの答申は，その「専門性」論およ

び「専門的職業」論の基礎に，まことに安易に，「専門職労働としての教育

労働」論とはまったく異質・対立的な「従属労働としての教育労働」論をす
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えているのであり，そのために，いうところの専門職を聖職的技能職にかえ

てしまうことになったのである。

　では，いうところの専門職労働とは何か。

　私たちのこれまでの教職論ないし専門職論の研究成果をふまえていえば，

専門職労働とは，労働への絶えざる「研究的接近」が要請される「学問的労

働」ないし「科学的労働」のことをいうのである。この点，従前の専門職論

によっても，すでに相当程度まで明らかにされているとみられる。

　たとえば，M・L・コーガンは，専門職を定義して，

　「専門職とは，その実践が，学問または科学のある部門の理論構造につ

　いての理解と，その理解にともなう諸能力とに依存するような職業をい
　　ぱノ
　う。」

といっている。A・M・カーサウンダーらもまた，専門職労働を「知的専門

的技術」（intellectual　sPecialized　techniques）の習得を要求する労働として特

徴づけたうえで，専円職のこの技術は「学問それ自体の研究を基礎にして習

得された知的技術」である点で単なる技能（mere　skills）とは区別される，

といっているのである。このようにいうことで，M・L・コーガンやA・M・

カーサウンダーらは，専門職労働が，当該労働のあり方に関する学問的研

究とその研究をとおして習得された「専門性」との2つを要求する労働であ

ることを明らかにしているのである。A・N・ホワイトヘッドもまた，その

著『観念の冒険二において，専門職労働に関してつぎのようにいっている。

すなわち，

　「専門職という語は，その活動が理論的分析をうけるとともに，それがそ

　の分析からひきだされた理論的結論によって修正される，そのような職業

　を意味する。この分析は，この職業の目的とその目的を達成するための活

　動のあり方とに向けられる。そうした分析は，行為の結果が予見されうる

　ように，それらの諸活動が関係する事物の性質についての一定の理解に立

　っていなくてはならない。かくて，理論にもとつく予見と事物の性質の理
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　解にもとつく理論こそ，専門職に不可欠のものであるr．」

と。つまり，A・N・ホワイトヘッドによれば，「習慣的な活動と個人的

　　　　　　　　　　　　　ぼ実践の試行錯誤によるその修正」とによって特徴づけられる技能職（c［・aft）の

労働に対して，専門職労働とは，労働の対象および労働実践そのものが労働

目的まで含めてトータルに理論的＝＝学問的な研究の対象とされるとともに，

まさにそうした理論的＝学問的な研究の成果に従って労働実践そのものが修

正され発展せしめられる，そのような労働をいうのである。だからこそ，A・

N’ホワイトヘッドは，「理論との関係」（concern　with　theor｝りを専lll］職（労

　　　　　　　　　　　　　　　

5）

働）の基本指標とさえしたのである。

　なおまた，さきのM・L・コーガンの指摘するところでは，“Profession”

という言葉が記録されている最初の文献（1541年）では，この言葉は「学問

職」（alearned　vocation）を指していたのである。専1“」職（労働）と学問ない

し科学の始源的不可分性を暗示したものとして，極めて示唆にとみ只味深い。

　以上みてきたように，従前の専門職論はすでに，専門職労働が，その労働

実践のあり方に関係する学問の研究とその学問研究のプロセスではじめて習

得される「知的専門的技術」とを要請する労働であること，いいかえるなら，

労働実践そのものとその労働実践の学問的＝・理論的なIJI究との結合が要請さ

れる労働であること，を明らかにしているのである。

　ところで，労働実践のあり方が学間研究の対象とされると同時にその労働

研究の成果によって労働実践そのものが変革されていくということは，いわ

ば「学問の論理」にしたがって労働が白律的に展開されていくということを

意味するが，そのためには「労働研究の自由」はもちろん「労働実践の自

由」もまたあわせ保障されていなくてはならない。理論にとって実践は，そ

の理論の形成の源泉的契機であるとともに，その理論の真理性の検証の契機

でもあるからである。とすれば，「労働研究の自由」と「労働実践の白由」

とで構成される「学問の白山」こそ，専凹職労働をそれとして成立せしめる
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もっとも’根元的な契機だということになる。

　ところで，教育労働に関していえば，それもまた以上のような専門職労働

として捕捉されてきたとは必ずしもいえない。この点，たとえば，A・エツ
「t．

イオニやR・オーエンズらが，「知識の創造と適用」労働としての専門職労

働と教育労働とを区別して，教育労働を「知識の伝達」労働としての準専門

職労働と規定していることからも明らかである。

　が，これまでのわが国における教育学研究は，すでに相当程度まで，教育

労働もまた専門職労働ないし学問的労働として捕捉されなくてはならない，

ということを明らかにしてきているのである。

　そして，そうした教育学研究の成果のうえに立って，「学問的労働として

の教育労働」論を基礎にすえて，公教育教口の対国家（対行政）的権利とし

ての「教育の自由」に論及してみせたものの一つが，いわゆる「敦科、豊裁

判」における「杉木判決」であり，それを生みだした一連の「原告・準｛・1；i書

ゆ

面」である。そこでここでは，杉本判決における教育労働論に論及しながら，

それを中教審・教養審などの答申のそれと比較してみることにしよう。もち

ろん，杉本判決は，ILO・ユネスコの7勧告』を「最近における教育に関する国

際世論のうちもっとも権威あるもの」と評価し，そのうち「教職者（teaching

profession）は専門職1’白任務（professional　duties）の遂行にあたって学問の白

由（academic　freedom）を享受すべきである」旨規定した第61項にとりわけ注

目しているのであるが，専門職理論を指導的原則として目的意識的に「専門

職の権利」論を展開したものではない。だから，「専門職の権利」論の視角

からみれば，そこには多くの不足が認められる。たとえば，杉本判決は，教

員集団の「学校の自治」権，教員団体の教育政策関与権・労働基本権などに

すこしも論及していない。が，教職理論研究の視角からみても，それが，教

員の対国家的諸権利のうちでもっとも核心的な権利であるとみられる「教育

の自由」を一定の教育労働論によって基礎づけるとともに，すすんでこの教
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員の「教育の自由」が憲法23条の「学問の自由」を実定法的根拠とする憲法

的権利であると結論した点で，その論理展開は大いに注目に値するのである。

　杉本判決によれば，教育は「発達可能態としての児童，生徒に対し，主と

してその学習する権利（教育を受ける権利）を充足することによって，子ど

もの全面的な発達を促す精神的活動」なのであるが，「児童，生徒の学び，

知ろうとする権利を正しく充足」しながら彼らの全面的な発達を保障してい

くためには，第一に，真理教育が要請されるのである。「誤った知識や真理

に基づかない文化を児童，生徒に与えることは，児童，生徒の学習する権利

にこたえるゆえんではな」いからである。とすれば，このような真理教育を

すすめるために，教員には教育内容に関する不断の学問的研究が要請される

ことになる。ついで第二に，教員がそうした学問研究の成果を「児童が真に

教えられたところを理解し，自らの人間性を開発していくことができるよう

な形で」与えるために，一定の教育的配慮が必要である。とすれば，このよ

うな教育的配慮を正しく行なうために，教員には教育方法に関する不断の学

問的研究が要請されることになる。

　杉本判決は教育労働そのものに関しておよそ以上のようにのべ，教育労働

が教育の内容および方法の2つの側面からみて教員に対して不断の学問的研

究を要請する労働であることを明らかにしながら，

　「してみれば，憲法23条は，教師に対し，学問研究の自由はもちろんのこ

　と学問研究の結果自らの正当とする学問的見解を教授する自由をも保障し

　ていると解するのが相当である。」

と結論しているのである。杉本判決の「教員の学問の自由」論の基礎に「学

問的労働としての教育労働」論がすえられており，後者から前者が論理必然

性をもって捉起されていることは明瞭であろう。

　およそ以上のようなわけで，「専門職としての教職」についていうのであ

れば，すくなくとも，公教育教員の「学問の自由」権を主張せざるをえない
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　　　　　ホ

のである。

　＊もっとも，この「学問の自由」の内容およびその法的性格をどのように

　把えるかの問題については，若千の論議がある。第一の論点は，教員の

　「学問の自由」を「教育課程研究の自由」と「教育課程編成の自由」とで

　構成される自由とみるか，それとも「公教育研究の自由」と「公教育実践

　の自由」とで構成される自由とみるか，の問題である。前者の場合であれ

　ば，さしづめ公教育の「内的事項」が教員の認識と変革の対象となるが，

　後者の場合であれば，まさに公教育の総体が教員（団体）の認識と変革の

　対象となるであろう。第二の論点は，以上の問題ともかかわるが，この

　　「学問の自由」を渡辺洋三，川口是，大須賀明ら諸氏がいっているような

　　　　
　意味で「現代的自由権」とみるか，それともむしろ「内面的自由」とみる

　か，の問題である。もしも「学問の自由」権をも「現代的自由権」として

　把えるとすれば，「学問の自由」権を享受しうる物的諸条件の請求権もま

　たそこに含まれることになるからである。第三の論点は，「学問の自由」

　権の享有主体（研究者か教員か国民か）の理解をめぐる問題である。

　ところで，公教育教員の「学問の自由」については，いますこしすすめて

論究しておかなくてはならない。というのは，この「学問の自由」の法的性

格の理解をめぐってもまた，若干の論議があるからである。

　杉本判決その他は，教育労働を学問的労働にくみかえていくためのこの

　「学問の自由」権を教員一般に保障されたいわゆる「制度的保障」として捕

捉している。そして，このような把え方は，従前の憲法学が憲法23条をもっ

ぱら大学教員の「研究条項」として把えていたのと比較すれぱ，それを教員

一
般の「教育条項」にまで普遍化したものだという点で大きな意義をもって

いる。杉本判決は教員一般の「学問の自由」を憲法的権利にまで高めたのだ

からである。が，この「学問の自由」を特殊教員の「制度的保障」とみてい

る点では，杉本判決もまた従前の憲法学の地平をこえでていないのである。

　ここで詳説することはしないけれども，私自身は，憲法学がわが国現行憲法
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の第11条・第97条などの解釈のなかで展開している基本的人権論にてらし，

　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　む　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　む　　の　　　　　ロ

この「学問の自由」権をも国民一般の前国家的・自然権的な基本的人権の一種

として把えなおす必要があると考えるのである。そうしてはじめて，この自

由権もまた，対国家（対行政）的関係においては不可侵・不可譲な絶対扇権

利として発現することになるし，したがってまた，公教育教貝が公教育の総

体を認識と変革の対象となしうる権利としても発現することになるのである。

実はこのような視角からみるとき，従前の憲法学には相当深刻な論理矛盾が

内在しているといわざるをえなくなるのであるrbR。

　が，中教審・教養審などの答申は，従前の文部省側の教育行政論と同じく，

専門的職業としての教職についていいながら，公教育教員の「学問の自由」

権にまったく論及していないのである。むしろ反対に，これらの答巾は，専

門的職業としての教職についていうことによって，教員の「学問の自由」権

を全面否定しようとしているといいうるように思う。いいかえるなら，姦貞

ら「学問のn［1］」権を杢面る是ナるたあ｝と，まきたそあたあた「専向1臓稟

としての教職」論を導入しているとさえみられるのである。したがって，以

下，この点を論証していかなくてはならない。

　しかし，この点の論証にすすむ前に，専門職プロフェッションの享受すべ

き「学問の自由」とは何かの問題について，いますこし論究しておきたいと

思う。S・ウェーユらの「専門家」批判をあとづけながら，この問題につい

て論究してみよう。

註①　Morris　L　Cogan；Toward　a　Definition　of　Profession（Harvard　Educati－

　　　onal　Review，　vol．　X　X皿，　no．1，　winter，1953）P．48－49．

　　②　A・M・Carr－Saunders，　P．　A．　Wilson；The　Professions，1933，　PP．284－287．

　　③　AIfred　N．　Whitehead；Adventures　of　ldeas，1933．

　　④　Ibidっp．57．

　　⑤　lbid．，　P．

　　⑧　M．L．　Cogan，　op．　cit．，　p．34．

　⑦　Amitai　Etzioni；Modern　Organization，1964．
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　　㊦　Robert　G．　Owens；Organizational　Behavior　in　Schools，1970．

　　⑨　A．Etzioni，　op．　citりpp．　78，　87．

　　⑩　々嬉糧｝：⑰定訴訟支援全国連絡会編『家永・教科占二裁判第いli；準1‘llパ．「1編1，2』

　　G：合：’／：1、1；：，1967，1969年）に収録されている。

　　⑭　詳細1ま，勝野尚行編『教育実践と教育行政』法律文化社，1972年，第二部第一

　　章．ll〕文，勝野尚行ほか『国民の教育と教育権』福村出版，1971年，第三部論六。

　　⑫　拙田「云員の学［｝llのA由と教育窪」（勝野尚行ほか『，．；長の教育と敦育権』）

　　の第三章「教貝の学問の1’1由権」をみよ。

　（4）S・ウェーユの「専門家」批判

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

v、

　前掲の「教育実践と教育行政』の第四部第一章論文でも詳説したように，

私自身は，「教職は専門職とみなされるべきである」という教職のあり方に

関する法規範的規定と，「教員は賃金労働者である」という圧倒的多数の公

教育教員の現実存在規定とは，その現実具体的な関係についてはともかく，

その論理的な関係においては統一的に捕捉しうるしそのように捕捉されなく

てはならない，と考えている。

　しかし，このような私見的発想は，すでにわが国でも十分に定着した発想

になっているとは必ずしもいえないのであり，事実，「教員はく専門職労働

者〉である」という規定に対しても，さまざまな立場ないし観点から疑問や

批判が寄せられているわけである。したがって，私自身，たとえば田中耕太

郎，相良惟一，高橋早苗・田辺多命次ら諸氏による教育労働者論の批判，持

田栄一，務台理作，堀江正規，市川昭午ら諸氏による教育専凹職論の批判な

どに対してJこれまでにも遂一吟味・反論・批判を加えることをしてきてい

るわけである。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ
　が，ごく最近，八木正『現代の職業と労働』をとおして，さらにスペイン

の哲学者，オルテガ・イ・ガセットおよびフランスの哲学者，シモーヌ・ウ

ェーユらもまた，いわゆる「専門家」というものに対して極めて痛烈な批判

を加えていることを知った。そこで以下，彼らの「専門家」批判を検討し，
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専門職の享受すべき「学問の自由」の内容について考えてみたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ
　オルテガ・y・Gは「大衆の反逆』のなかで，「専門家の本質的状態」に

ついて，およそつぎのようにいっている。すなわち，

　「専［］5家」はなるほど「自分がたずさわっている宇宙の微々たる部分に関

　しては非常によく『識っている』が，それ以外の部分に関しては完全に無
　　　　　　　　す
　知なのである。」

　「彼は，白分が知らないあらゆる問題において無知者としてふるまうので

　はなく，そうした問題に関しても専門分野において知者である人が持って

　　　　　　　　　　　　　　　　くら
　いるあの傲慢さを発揮するであろう。」「文明が彼を専門家に仕上げた時，

　彼を自己の限界内に閉じこもり，そこで慢心する人間にしてしまったので
　ある；1」

　「この補償のない一方的な分科化の最も端的な結果は，今日，かつてない

　ほど多くの「学者」がいるにもかかわらず，たとえば1750年ごろよりもは

　るかにr教迷人』が少ないということである。」

などと。ここでオルテガ・y・Gが「専門家」の範時に加えているのは，た

とえば彼が「今日，政治，芸術，宗教および生と世界の一般的な問題に関し

て，『科学者』が，そしてもちろん彼らに続いて医者，技術者，財政家，教

師等々が，いかにばかげた考え方や判断や行動をしているかは，誰でも観察

しうるところである」などといっていることからも知られるように，いわゆ

る「学者」だけではなくて「教育の専門家」である教員でもあるのである。

つまりそれは，狭義の「学者」を指すのでは必ずしもなく，より広義の「学

者」，すなわち私のいう専門職をも指すのである。

　オルテガ・y・Gがここで，①「専門家」の無教養さ，②「専門家」の

専門外領域における傲慢な態度の2点から「専門家」を批判していることは

明瞭である。このうち第二の点はともかくとして，私たちはオルテガ・y・G

がいわゆる「社会的分業」のなかで形成される「専門家」に「教養人」を対

置させたことの意義を，相当程度まで認めざるをえないだろう。オルテガ・



296　可門職志向からみた蜘蔽改革案の桧討（1）

y・Gのように「専門性」と「全面性」とを無媒介に対置させることは正

しくないけれども，資本主義的分業が専門家をして自己の能力を一定の「限

界内に閉じこめる」ように仕向け，専門家をして「無知なる「専門家』」に

かえるからである。現代においても，「私どもは，大学紛争や公害をとおし

て，専凹家が部分システムの管理においてはきわめて有能であり，一見文明を

飛躍的に発展せしめたようにみえても，大局的にみた場合，いかに人間性を

傷つけ，真の意味の文化を歪める結果をもたらさざるをえなかったかをいや

　　　　　　　　　　　　せ
というほど知らされました」という形での「専門家」批判があらわれるゆえ

んである。社会的分業に由来する「専門家」のこのような「無知」＝無教養

　　　　　　　　　　　　　　　

⑨

さの克服の方途について，高柳信一，宮原誠一ら諸氏が追求しているのは，

まさにそのためである。

　ところで，オルテガ・y・Gが「専門家」のいわゆる「無知」を「社会的

分業」の所産として把えているのか，それともいわゆる「工場内分業」の所

産として把えているのかは，必ずしも明確でない。が，S・ウェーユの『抑

　　　　

U

圧と白由』における「専門家」批判は，それがむしろ「工場内分業」：＝「労

働内分業」の批判に焦点づけられているだけに，より鋭いものになっている。

S・ウェーユはまず，専門職ないし専門家の「専門技能職」への転化を，つ

ぎのような形で指摘している。すなわち，

　　「工業における官僚制のこの発達は，まったく全般的な現象の最も特徴

　的な側面であるにすぎない。この現象の本質的な点は，LI毎にはげしくな

　る専門化にある。あらゆる種類の機械を理解し操従することのできる熟練

　労働者が，ただ一種の機械に奉仕するように自動的に訓練された専門別の

　人足に取って代られるにいたった。工業に生じたこの変化，これはあらゆ

　る領域に生じた進化の影像である。労働者がますます技術的知識を失って

　いるとすれば，技術者も，労働の実際を知らないことが多いばかりでなく，

　かれらの能力は多くの場合，まったく制約された領域に限られている。…

　…それに，技術者が自分の利用する知識の理論的基礎を知らないことは，

　言うまでもない。科学者はまた科学者で，技術的問題に無関心でいるだけ
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　でなく，さらにそれ以上に，理論的教養の本質そのものであるあの全体的

　見解を，全く欠如している。……専攻以外の諸科学に関して，真に能力を

　持つ科学者は絶無である。科学は不可分な全一体を形成するがゆえに，本

　来的に言えば，もはや科学者は存在しないで，ただ，かれらの精神では決

　して包括できない全体の歯車であるところの，科学研究の人足がいるだけ
　　　　　　　　　　　　　ほ
　だ，と言うことができる。」（9i・．・15．，　弓i月9者’）

と。労働の専門化（specialization）の進行にともなって，物的生産労働者，技術

者，科学者などのいずれもが官僚il｝・1」（bureaucracy）のなかにくみこまれ，「専

門別の人足」に転化している資本主義的分業に特有な様相を画きだしたもの

である。資本主義的生産の工場内部における分業（＝専門化）の発達が，物的

生産労働者だけでなく，技術者や科学者のような精神労働者＝専門職をも捕

え，専門職を専門技術職スペシャリストないし専門技能職クラフト，つまり

「専門家」にかえてしまうにいたることを指摘したものだ，といってもよい。

　では，このような専門技術職ないし専門技能職の特徴はどこにあるか。す

でに明らかなように，それは，もはや彼らによっては理解できなくなった

「全体」，そのような「全体」のなかに彼らが捕えられてしまっている，とい

う点にある。S・ウェーユはいっている。

　「ほとんどすべての領域において，制約された能力の限界内にとじこめら

　れた個人は，彼を凌駕する全体のなかに捕えられており，自分の全活動を

　その全体に合わせて規制しなければならず，しかも，その全体の働きを理
　　　　び　む　ロ　　　　　ゆ　　　　　　　ゆ

　解することができない。」（傍ll　1”，引用者）

と。彼らの専門性が「官僚制的専門性」にかえられることをいったものであ

る。では，より具体的にいって，「専門家」が「全体のなかに捕えられ」る

とか，その全活動を自分自身で「全体にあわせて規制」するとかいうことは

何を意味するか。このことは，「単に調整するというだけの職能」にすぎな

い「管理的あるいは官僚的職能」が「根元的な重要性」をもって立ちあらわ

れ，「本来の意味の労働」を自己に従属させるにいたる，ということを意味
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する。もっといえば，それは「執行者たちの調整者たちへの隷従」を生むに

いたるということを1意味しているのである。S・ウェーユはいっている。

　「われわれの全文明は，専門化の上に築かれており，専門化は，執行者た

　ちの調整者たちへの隷従を意味する。そして，こういう基礎の上では，抑圧

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユく　を組総し完成することができるだけで，抑圧を軽減することはできない。」

と。つまり，「本来の意味の労働が，機械に媒介されて，労働を調整すると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はいう職能に従属させられているような，そのような生産制度」こそ資本主義

的生産制度だ，というわけである。

　そして，S・ウェーユは，労働力の売買の関係としての「労働契約関係」

と労働力の使川・処分の関係としての木田宏氏らのいう「労働組織関係」と

をはっきりと区別しながら，いまや資本への労働者の隷従は，労働組織関係

においてこそ決定的となったとして，つぎのようにいう。

　「すでにマルクスにおいても，資本主義を規定するところの現象，すなわ

　ち労働力の売買が，大工業の発達の過程で，勤労大衆の抑圧における従属

　的因子となったことが見られる。勤労者の隷従に関していえば，決定的な

　瞬間は，労働市場において労働者が自分の時間を雇傭主に売る瞬間ではも

　はやなく，工場の敷li「｝を越えて企業に捕えられるその瞬問である。」

と。労働契約関係と労働組織関係との関係をどうみるか，資本への労働者の

隷従の主要な囚子をどこに求めるか，などの問題については当然に異論があ

りうるが，私としては，S・ウェーユがここで「労働組織関係における資本

への労働者の隷従」にとりわけ注意を向けている点にとくに注目したい。と

いうのは，従前の労働者の「労働権」「労働基本権」などについてのわが国

憲法学者たちの「経済主義的理解」の一面性＝抽象性を，このようなS・ウ

ェーユの指摘は鮮かに浮彫りすることになるからである。

　このようにして，S・ウェーユは，資本主義的な労働組織関係のなかにお

いては，第一に，専門家が，専門的知識・技術の理論的基礎を知らず，理論

的教養の本質である全体的見解を欠き，専攻以外の諸科学に関する理解能力
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をもたない，などの理由によって「専門家」に転化していること（専門職の

専門技能職への転化・変質），そして第二に，このような専門家の「専門家」

への転化にともなって，「専門家」たちが「調整者たちへの隷従」を強制さ

れるにいたっていること，以上の2点をかなり明確な形で指摘したのである。

　さて，以上かなり詳しくオルテガ・y・GおよびS・ウェーユの「専門

家」批判をみてきたが，その理由は，一つには，このようなS・ウェーユら

の「専門家」批判が，わが国公権力の現実の教員政策そのものに対してはも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　ロ　　　ロ　　　　　　　コ　　　ロ　　　コ　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　コ　　　リ　　　コ　　　ロ

ちうん，すでにみてきた中教審・教養審などの専門職観ないし教職観などに

対しても，かなり正確に的中しているように思うからである。そしてしかも，

その批判がわが国専門職一般の支配的な現実存在形態に対しても，かなり的

中しているのではないかと思われるからである。

　すでにみてきたように，中教審・教養審などの学制改革答申は，そこに特

有な教職論を導入して、そのなかでとりわけ「専門職」の資質・能力に注意

を向けながら，専門職的資質を聖職的資質のごとくに，専門職的能力を専門

技能職的能力のごとくに画きだすことによって，専門職プロフェッションが

あたかも「聖職的技能職」にほかならないかのごとくに説いていた。このこ

とは，それらの答申が，まさにS・ウェーユらが批判の対象としている「専

門家」として教員をイメージしつつ，そのような「専門家」にまで教員を形

成しようとしていることを意味している，といってよいだろう。

　が，いまや私たちには，S・ウェーユらの「専門家」批判を検討すること

によって，中教審・教養審などの答申がとくにそこに教職論を導入したねら

いの一つが明らかとなった。というのは，これら答申は，直接には，専門職と

みなされるべき教職を聖職的技能職にかえてしまおうとしているのであるが，

そうすることによってこれらの答申は，「調整者」としての教育行政権力への

公教育教員の「隷従」を制度化しようとしている，と解されるからである。

S・ウェーユが指摘しているように，もしも国家など公権力が教職を聖職的

技能職にかえてしまうことに成功したならば，教職従事者たちは，彼らによ
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っては理解できない「彼らを凌駕する全体のなかに捕えられ」てしまい，

「教育行政権力からの指示がなければ何事をも満足になしえない」というよ

うな状況がそこに生まれてくるだろうからである。

　要するに，中教審・教養審などの答申がそこに教職論を導入したねらいの

一っは，まさに，S・ウェーユらが批判の対象とした「専門家」を現実に造

出することであり，そうすることによって「国家による国民教育」（マルク

ス）の体制をより整備することにあったのである。

　まtE，　S・ウェーユらの「専門家」批判をやや詳しくフォローしてみた理

由は，いま一つには，それが，専門職プロフェッションが本来享受すべき

「学問の自由」が何であるかを，反面からよく私たちに教えてくれていると

思うからである。

　専門職プロフェッシs．ンが専門技能職クラフトに，専門家が「専門家」に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
変質し転化していくプロセスは，専門職労働者たちもまた人間として本来享

有しているはずの「学問の自由」が，順次に綾小化され空洞化＆れていくプ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　

ロセスである。いいかえるならば，専門職労働者たちも本来享有しているは

ずの「学問の自由」権が，国家（資本）の制度枠内的自由権に短1小化され，

さらにはそうした枠内自由権さえもが国家（資本）による侵犯をうけること

で空洞化され，彼らが現実に享受する「学問の自由」権が本来彼らが人間と

して享有しているそれといちじるしく乖離したものになっていくプロセスで，

専門職プロフェッションが「無知なる知者」（オルテガ）としての専門技能

職クラフトに転化していくのである。専門技能職の現実に享受する「学問の
　　　　　　　　　　ロ　　サ　　　　　　　　　　　ひ　　む　　ロ　　お　　　　　　　　コ　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　コ　　　　　　　　　　　　

自由」は，もはや所与の目的ないレ所与の課題をもっとも効率的に達成する
　　　　　　　　コ　　　ロ　　　　　　　コ　　　ゆ

ための専門技能についての研究と試行の自由にすぎないであろう。その意味
　　　　　　　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　

で，そこからは，対国家（対行政）的な権利性は去勢されてしまっているの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

であろう。「専門家」の労働権についてみれば，それは労働管理権をも内在
　　　コ　　ざ　　　ロ　　　　　コ　　コ　　　　　コ　　　　　　　　お　　　

させた本来の意味での労働権ではまったくなくて，その反対に，経済主義的

な形で把えられた「労働権」にすぎず，いってしまえばそれはいわば「就労
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の機会を与えられる権利」に転化してしまっているのであろう。

　では，専門職プロフェッションに要請される「学問の自由」とは何か。

　この問題に対する解答は，以上の考察からすでに明らかであろう。第一に，

それは，「労働そのもの」をトータルに認識と変革の対象となしうる自由で

なくてはならない。つまり，労働実践そのものの目1］勺・内容・方法のいずれ

もが自由な研究の対象となり，自由な研究の成果にもとついてその目的・内

容・方法のいずれもが自由に修正され発展させられるのでなくてはならない。
．命　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…　　　

　
　

●

A・N・ホワイトヘツドも示唆していたように，専門職にとっては労働の目

的そのものが自由な研究と実践の対象となることがとりわけ必要である。

　第二に，それは，それが「労働そのもの」をよりトータルに認識と変革の

対象となしうる自山であるためにも，その労働の条件・組織・制度などを認

識と変革の対象となしうる白由でもなくてはならない。

　「労働そのもの」のあり方をトータルに問いつづけうるためには，それへ

の「絶えざる研究的接近」が可能となるためには，どのような労働組織や労

働条件が必要となるか。またそのためには，たとえば教員養成制度や研修は

いかにあるべきか。これらの諸問題についても白由に問い自由に研究しうる

のでなければ，そして自山な研究のためには白由な実践がその基礎にすえら

れていなくてはならないとすれば，これらの条件・組織・制度についても自

由に試行し自由に実践しうるのでなければ，「学問の自由」を真にエンジョ

イしているとはとてもいえない。

　すくなくとも教員の「学問の自由」の内容だけに関していえば，それをこ

のように解し，このようなものとしてそれを確立していってはじめて，S・

ウェーユのつぎのようなごく正当な要請ないし願望，すなわち，

　「われわれは，われわれすべてを不具にするところの，この専門化（特殊

　化）を排除することによって，完全な人間を作りたいのだ。われわれは，

　労働者に単なる訓練をではなく，技術の充分な理解をあたえることによっ

　て，肉体労働に当然の尊厳をあたえ，また，知性を労働によって世界と接
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　触させることによって，知性にその本来の目標をあたえたいのである。人

　間と自然との真の関係は，搾取に基づいたあらゆる社会において，＜労働

　の知能労働と肉体労働とへの汚辱的な分裂〔分業〕〉によって隠蔽されて

　いるが，われわれはその関係を明白にしたいのである。われわれは人間に

　対して，すなわち個人に対して，人間が固有の職能としても4そU・もとと

　ろの，自然・道具・社会そのものに対しておこなう支配を返してやりたい
．，　＿

　、　

一　　　、x∋悼．　．－　　　　 、．　＿， 　　　　　　　w　－　
°

　，　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，IH
　のである。労働者への物質的労働条件の従属を回復したいのである。」（傍点，

　弓【、iijど⊃

という要請にこたえることができるであろう。

　以上のことを労働権という概念でもって示すならば，それは「管理された

労働」への「就労権」をいうのではけっしてない，ということになる。反対

にそれは，労働管理権をも内在させた意味での「労働への権利」「労働をと

おして自己の全面発達を達成していく権利」となるだろう。労働権は「労働

のなかに，また労働をとおして，自己自身の意思を表現していく権利」とな

るだろう。それは白分たちの労働を自分たちで管理する権利となるだろう。

　さて，専門職としての教職が享受すべき「学問の自川」の内容を以上のよ

うに把えなおすとすれば，「教職の専門性」の内容，もっと具体的にいって

教員に必要とされる専門的な資質・能力の内容がどのようなものでなくては

ならないかが，おのずと明らかになってくる。すでに詳説するまでもなく，

その専門的な資質・能力について端的にいうならば，それは，公教育の総体

を認識と変革の対象となしうるような力量だ，ということになってくるだろ

うからである。

　ところで，教口の「学問の自由」や教育労働権の内容を以上のような形で

捕捉することは，現代ではすでにすこしも突飛なことではない。この点，すで

に前掲論文「教員の学問の自由と教育権」のなかでも若干論証しておいたが，

　　　　　　　　　　　　　　　　の
ここで山口正之「現代社会と知識労働』からも若干の引用をして示しておこ

う。山口氏は「もしほんとうにすべての人が国家の統治に参加するなら，も

はや資本主義は維持されないであろう。そして，資本主義の発展は，それは
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それで，「すべての人』がほんとうに国家の統治に参加できる前提条件をつ

くりだす。このような前提条件の一つは，すでに一連のもっとも先進的な資

本主義諸国で実現されている，だれでもが読み書きができることであり，つ

ぎには，郵便，鉄道，大工場，大商業，銀行業等々の大規模で複雑な社会化

された機関によって幾百万の労働者が『敦育と訓練』をうけていることであ
む

る」というレーニンの発言をうけて，

　「「すべての人がほんとうに国家の統治に参加できる』条件は，二つある

　といってよいであろう。一つは，徹底した政治的民主主義，もっとも先

　進的な民主的共和制が存在するということである。もう一つは，すべての

　人が，ほんとうに統治と管理をみずから執行できる能力をもつということ

　である。この能力は，また，統治と管理の社会化，分業にもとつく協業化

　が，どれほど発展しているかによって規定される。この二つの条件が充た

　されるとき，形式的なブルジョア民主主義ではなしに，『ほんとうにすべ

　ての人が国家の統治に参加する二真の民主主義，新しい人民の民主主義を

　実現することができる。勤労者が，現代の発達した社会の生産と分配の複

　雑で精密なネットワークをみずから運営するためには，高い文化水準，科

　学的な管理技術，広く深い実務的専門知識を身につけていることが必要で

　ある。したがってまた，勤労者のなかで，このような知的能力をもった科

　学的文化的教養のある勤労者が多数を占めていることが必要である。」

という。また「全住民が行政に参加するときにだけ，われわれは官僚主義と

徹底的にたたかい，これにたいして完全な勝利をおさめるまでたたかうこと

ができる。ブルジョア共和国では，これは不可能なばかりか，法律そのもの
　　　コ　　　　　　　　　　　コ　　の　　コ　　ゆ　　コ　　コ　ニし

によって妨げられている」とか「われわれは，わが国にこれらの障害がのこ

らないようにしたが，いままでのところ，勤労大衆が行政に参加できるよ

うにすることには，成功していない。法律以外に，なお文化水準というもの

があって，それはどういう法律にも従わせることができないのである。この
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　
低い文化水準のために，ソヴェトは，その綱領によれば勤労者による行政
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機関でありながら，実際には，勤労大衆によってではなく，プロレタリアー

　　　　　　　　

・

　　

・

　　・　　 ・　　 …　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ξ聾

トの先進層による勤労者のための行政機閲となっている」とかいうレーニン

の発言をうけて，川口氏は，

　「二文（ヒ水準，：や「統治能力』について考える必要があるのは，プロレ

　タリアが政治権力を掌握したその後のことである，というふうに考えるも

　のがあれば，それは，まったく正しくない。それは，ブルジョア艮主主義

　革命とプロレタリア社会主義革命の「根本的な相違』を会得していないも
≒7．

　のだといわなけれぼならない。」

と明言しているのである。

　その仙の点でも，この山口正之氏の「現代社会と知識労働』からは教えら

れるところが多いが，ここではとくに，国民大衆の「行政能力」「統治能力」

の陶冶，それら諸能力の実践的形成を，氏が労働運動の現代的課題とみてい

ることに注日しておきたい。

註　①　才距’；口門穀労巳｝者論」（勝野尚行編『警ξ育実践と教育行政』法そ下文化社，1972

　　年）「

　②　たヒえば同・ヒ詮之．

　　⑤　八；：iじ『現代⊃日業三労働』誠信1！｝：巧、1972　；ll，207－217ページ。

　　　◎　　Ortega　y　Gasset；La　Rebeli6n　de　las　Massas、1930．　（川吉敬三訳『．rく衆の

　　反逆』角川．1’幽㌣、1967午）。

　　⑤　Ortega・y・G．　神吉訳，120ページ。

　⑥　同卜．121ページ、

　⑦　同仁122ページ，

　⑤　長州一二「新しい経済・社会ぱを求めて」（エコノミスト1971年4月25rD　19

　　ページ。

　⑨　高柳信・「学口のr；由と敦育」（『敦育権1罫ξ『の理論と力態』日本教育法学会年

　　　　・1’i’！］1‘ギ；－7J’，　『rf・∫£｜苔］，　1972｛iこ）o

　⑩　宮原波’「教』111と人間川復」（「思想」1964’f’［三2刀号）。

　　⑪　Simone　Weil；OpPression　et　Libert6、1955，（石川湧訳　『抑1王と自由』東京

　　　伺元社、　19C｝51r－）。

　　⑫　S・Weil．石Plご．18一ユ9ページ。



⑬　同一ヒ，57ページc

⑭　同ヒ，21ページ。

◎　同一ヒ，16ページ。
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⑯　活細は，拙稿「ξ《員の学口の自由と教育権」（勝野尚行ほか　『圃式の挟育と敦

　育権』　福付川版，1971｛D。

⑰　Alfred　N．　Whitehead；Adventures　of　Ideas，ユ933，　p，57，

⑲S．Weil，．石川訳，26ページ。

⑲　拙稿「教ii・ツ判｝llの自山と教育権」。

⑳　lll口d：．之『現代社会とハlll識労働』新口y｛tlli版社，ユ9721ト。

⑳　レーニン「川家と1｜1）〔命」（『レーニン全集』第25迭　ノf〈　JJ、li：店）511ページe

⑫　山口，i－1之，　ll　11前，158－159ページ。

⑳　レーニン「ロシア共産党（ボ）第八lll［ノく会」（『レーニン全築』　第29ご）172ペ

　ージ。

＠　III口正之，同前，161ページ。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　●　　　●　　　■　　　●

⑳　また山日氏け、レーニンが別のところで「ソヴエト的な国家的流ll；il　1記録三い

　う思想を人衆のなかに植えっけうための闘争」，一「二の闘争は世界1之的な意義

　をもつ最も偉人な闘争であ1〕，ブルジョァ的；無孜府1三糞i’1勺自然発’；こ性にたいす

　る社会1：義的意識性の日8争である」（レーニン「ソヴエト権力の当面の任務」『レ

　ーニン全∬」第27迭256ページ）といっていることをうけて「『ブルジョア的一

1肥耐礒川’撚発生性にたいする社会礒1臆識性の闘flk』が資ゆぷ己に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　コ

　たいする階級闘争の真の1勺容であろ二とを銘記しなければならない。管理からの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　ウ　　　　コ

　自山ではなく，管川によって自山をかちとることが，歴山の課題であることを知

　らなければならない」（山口，同前，162－163ページ）とか，「資・なll義的発■ま，

　現代のフロレタリアートを高い知的水準と管Ul！し統治すろ能力をもった社会塾力

　に鍛えあげる二とによって，艮1：主義社会ド義的意識性が，ブルジヨア的無改日：

性を最終的：二克服し，『」．べての搾取の源泉にとどめをさすことができるような客

　観II勺な・また・ヒ体11勺な条件を，急速に成熟させつつあろ」（ILI1．］．同前．163ペ

　ージ）！かいっていろのであろ。

（5）　1970年代の教員政策

　では，中教審・教養審などの答申がことさら「専門的職業としての教職」

についていう理由はどこにあるか。最後にこの問魎に論及して本章のまとめ

にかえることにしよう。
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　これらの答申が導入している教職論が，すでに詳説してきたように，そこ

から「専門職の権利」論をまったくもって欠落させたそれであるかぎり，そ

れは，「特別権力関係論」「重層構造論」など従来からの文部省側教育行政論

に導入されているそれとまったく同類の教職論だといいうる。すでに別の機

　　　　　　　　　の会に明らかにしたように，事実，従来からの文部省側教育行政論は，そのな

かで「職務の専門性」「教職の専門職性」「教育の専門家」などの諸概念を提

起しながら，これら諸概念の内容を特有な仕方で捕捉することによって，公

教育教員の「教育の自由」「学問の自由」を否定し，教育行政権の包括的な

支配はまた「専門職」労働としての教職労働に対しても及びうるのだ，と主

張していたのである。が，このことは，従来からの文部省側教育行政論が，

教職論をいわば「労働管理論」として展開していたことを意味する。

　しかし，これに対して，中教審・教養審などの答申は，従前の労働管理論

のレベルからいま一歩ふみこんだところで，その教職論を展開しているよう

に思われる。そこで以下，その特徴をできるだけ浮彫りしながら，1970年代

のわが国教員政策の動向を予測してみよう。

　すでに若干いっておいたように，教育行政法制度は，それが近代資本主義

公教育法制度のそれであるかぎり，国家など公権力による「教育関係労働」

に対する「労働外的強制」の装置以外ではありえない。

　したがって，私たちは，中教審答申などが学校労働組織は，専門職制単層

構造の原理とおよそ異質・対立的な，官僚制重層構造の原理にもとついて再

編成さるべきだと提案したり，政策側の教育行政イデオローグたちが「教

育行政権は教職員の労働に対する包括的支配権だ」と強弁して教職員に対し

て教育行政権力への全面的服従を強要したり，あるいはD・C・ロルティー

が近代公教育法制度，とりわけそこでの教育行政法制度のなかには教職員一

　　　　　　　　　　　　　　む
般（の法的権限）は存在しないなどといったりしていても，すこしもそのこ

とだけで驚いたりはしない。だから，すでにみてきたように，中教審・教養

審などの学制改革答申の教職論が，「専門職としての教職」にいう「専門職」概
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念の内容をまったく歪曲し空洞化してしまったうえで，「教育行政権力によ

る労働の包括的支配は「専門職』労働としての教職労働にも及びうるのだ」

といっているとしても，それもまたこのような主張を行なってくるだろうこ

とは，私たちには，すでにあらかじめ十分に予測しえていたことなのである。

　中教審・教養審などの学制改革答巾の問題の核心は，したがって，これま

での政策側の教職論と同じく，それらがそのような主張をしていること，そ

のこと自体にあるのではけっしてない。

　では，中教審・教養審などの学制改革答巾がそこに教職論を導入して，そ

れらがことさら教員の資質・能力について論じたのはなぜか。商函ら‡亥志は

どこにあるか。

　結論を先取りしていうならば，政策の側が，現行の公教育労働を「＜国の

教育〉としての教育労働」ないし「労働力商品の生産」労働に全面的に再編成

ア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　コ　　ロ　　コ　　る　　ぜ　　　　　　　　む　　ロ　　　

していくうえで，そのような従属労働を教職員に外から権力的に強制するだ

けではもはや足りなくなり、教職員がもっと内から自発的・積極的に従属労

働に献身するよう，彼らの資質・能力をその方向にむけて形成していく必要

が生じたこと，答川がことさら「専門的職業としての教職」「敦職の専凹性」

などの諸概念を導入して，教員の「専門職」的資／了や「専門職」的能ノJにと

りわけ注意を向けた理山は，まさにここにこそあると考えられるのである。

国家など公権力の側が教職員の内面的な資質・能力までも全面的に掌握し，

国家など公権力が日己の意図するところに向けて敦職員を自由に操作できる

ようにすることをねらっているからだ，といってもよい。

　だから，1970午代のわフうこ国教育政策が，もしもこのような中敦審・教迷審

などの学制改革答川が構想する路線に正確にしたがって展別されていくとす

るならば，国宝など公権ノJの側は，①　「数頭職の法制化」の試行などにも

みられるように，いっそう執拗に強力に，数育行政法制度のいっそうの集権

fヒ・学校労働組織の重厄｝構造職階制IJi〔理にもとつく再編成など，総じて教育
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ミ

行政法制度のいっそうの官僚制化をすすめるとともに，そのことと平行して，
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②すでに文部省による「研修実態調査」にもみられるように，教職員の研

修内容とか教員養成課程内容などへの干渉・容啄をなおいっそう強めながら，

教職員の内面的な資質・能力の全面的な掌握をめざして，その教職員管理を

すすめることになるだろう。国家権力の側が教職の「高い専門性」を「その

養成・採用・研修・再教育の過程を通じてしだいに形成」していき，国家な

ど公権力が全面的に掌握し自由に操作しうるような「専門的力量」にそれを

くみかえようとするであろう。もちろん，教員養成制度の再編成とかいわゆ

る「文部教研」の実施などとかかわらせてみるなら，国家によるそのような

追求＝志向は，すでに現実にはじまっているといわなくてはならない。しか

し，60年代においては，その追求はむしろ主として教員養成に向けられてい

たのに対して，70年代においては，試補教員制度，上級「専門」教員の抜擢

と再教育などの答申の提案にみられるように，その追求は，むしろ主として

現職教員の再教育に向けられることになり，その意味でよりいっそう本格化

することになる，といいうるように思う。

　ここであらかじあ，ごく大まかな形でいっておくとすれば，50年代が「特

別権力関係論」「労働組織関係論」などによって公教育秩序＝学校秩序の外

形を整えた時期であり，60年代が「学校経営近代化論」によっていま一歩深

く学校の内部にふみこんだところで学校秩序の内部を「整備」し合理化し

「国の教育」の能率化をはかった時期であったとすれば，70年代の政策目標は，

　「国の教育」の直接的担い手である教職員の内面的資質そのものの国家権力

による掌握におかれることになるだろう，ということである。私は，戦後わ

が国の教員政策史は，およそ以上のように概括できるのではないかと思って

いる。この点，おって近く単独出版を予定して前掲の『公教育法制度の基本

構造』のなかで，詳細に明らかにすることになろう。

　学制改革答申が，「専門的職業としての教職」とか「教職の専門性」など

の諸概念を導入して，教員の資質・能力の「専門職」性をとりわけ強調した

理由について，私はおよそ以上のように考えているのであるが，このことを
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教員の享有（憲法11条・97条）する「学問の［i由」権（憲法23：⊆）とかかわら

せていうとすれば，つぎのようになるだろう。

　これまでの政策側の教育行政イデオロギーが「教育行政権は包括的支配権

だ」といっているとすれば，また政策側の教職論が「教育行政権力の包括的

支配は，二専門職」労働としての教職労働にも及びうるのだ」といっている

とすれば，このような労働管理イデオロギーに導かれた教育行政は，現実具

体的な場面では，教員の「学問の自由」権を全1rii否定するにいたるだろうこ

とは明らかである。それは，いわば外から権力的に，教員をして自己の享有

する「学問の自山」権の公権力による侵害・剥奪を音之ナらここを余儀なく

させるのである。そのようなイデオロギーは，国家など公権力がいわば外か

らの「労働外的強制」によって，教員の「学問の1’1由」権を暴力的に侵ll；：し

剥奪するように導くことになるのだ，といってもよい。

　しかし，このような強権灼な教育行政二教職労働管理は，結局のところ，

早晩破綻せざるをえない。なぜなら，「学問の1［1山」権を現元1三章之した∫・

という教職員の人間的・類的な願望・要求，自分たちもまた「学問の臼由」

権を憲法的基本的ノ1＼権として本来享有しているのだという教職員の憲法認識

などとそのような強権的な教職労働管理とは，ま正面から根本的に対立して

いるからである。

　では，その破淀を食い止めるにはどうしたらよいか。その方法は二つしか

ない。一つは，そのような強権的な教職労働管理をただちにやめることであ

り，いま一つは，そのような教職員の願望・要求・認識のいっそうの成長を

「その養成，採用，研修，再教育の過程を通じて」食い止め，できるならそ

うした願望・要求・認識の成長の芽をはやめに摘み取ってしまうことである。

　中教審・教養審などの答申が追求しているのは，まさにこのうちの第二の

方法なのである。だからこそ，これらの答川は，教職を「聖1混「i勺］支育旨］践」に

かえてしまおうとしているのであり，敦員の資質・能力をもっばら「修養」と

「訓練」とによって形成しようとしたり，使命感や「教職意識」だけをもっ
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ばら強調したりするのである。学問の研究から切断されたところでの「人問

的修養」が何をもたらすか。私見では，そこで形成されるものこそ，「川家

への拝脆上義の精伸」にほかならないし，旧中耕太郎氏らのいうところの

「公の奉仕の精回」＝「順法精沖」にほかならないのである。

　要するに，60｛ド代までの敦育行政は教職貝の「学問の自山」権を制限し：Cil

奪することを，もっぱら労働管理そのもののレベルで追求していたが，70年

代の教育行政の基調とされる中教審・教だ審などの答中は，いま一歩ふみこ

んだレベルで，教職員の資質と能力とを聖職的資質と専門的技能とにかえて

しまうことで，より根底的に，「学問の自由」権を享受したいという敦職員

の人間li勺な願望・欲求・要求まで摘み取ってしまうよう，提案していること

になるのである。学制改革答申は，したがって，教職員の「学問の白由」権

をより根底的に剥奪するために，まさにそのためにこそ，そこに教職論を導

入したのだ，とみてよいであろう。

　もちろん　このような方法は，さきの破綻を食い止める方法たりえないで

あろう。むしろかえって，このような施策は，現在および将来の教職員から

のなおいっそう強力・広汎なレジストをうけることになるであろう。という

のは，このような政策は，否応なしに教職員のより根元的な人間的欲求に挑

戦することになるからであり，その反人間的性格が順次教職員大衆にも明ら

かになっていくだろうからである。

　私自身は，中教審・教養審などの学制改革答申がことさらそこに敦職諭を

導入して，それらがとりわけ教員の資質・能力に注意を向けた理山を，およ

そ以上のごとくに理解している。

　そして，もしも私のこのような分析的推定が正しいとするならば，1970年

代のわが川の教育政策は，一つには，国家など公権力が教員の内面的資質を

全面的に掌握する方向ですすめられることになるだろう。つまり，1970年代

においては，川家など公権力が意思する方向に自由に操作することのできる

ような敦口の確保を，川家など公権力は，一貫して，より執拗に，より強引
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に，追求することになるだろう，ということである。
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